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 令和３年余市町議会第１回定例会会議録（第１号） 

 

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時４５分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  令和３年３月４日（木曜日）        

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  令和３年３月４日（木曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１７名）       

  余市町議会議長  ３番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １７番 土 屋 美奈子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 内 海 博 一 

      〃      ６番 庄   巖 龍 

      〃      ８番 白 川 栄美子 

      〃      ９番 寺 田   進 

      〃     １０番 彫 谷 吉 英 

      〃     １１番 茅 根 英 昭 

      〃     １２番 近 藤 徹 哉 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 山 本 正 行 

      〃     １８番 岸 本 好 且 

 

 〇欠 席 議 員  （０名）        

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 

    副    町    長  細 山 俊 樹 

    総  務  部  長  須 貝 達 哉 

  総 務 課 長  増 田 豊 実 

  企 画 政 策 課 長  阿 部 弘 亨 

    地 域 協 働 推 進 課 長  羽 生 満 広 

  財 政 課 長  髙 橋 伸 明 

  民 生 部 長  上 村 友 成 

  福 祉 課 長  照 井 芳 明 

  子育て・健康推進課長  芹 川 かおり 

  環 境 対 策 課 長  成 田 文 明 

  経 済 部 長  渡 辺 郁 尚 

  商 工 観 光 課 長  橋 端 良 平 

  建 設 水 道 部 長  千 葉 雅 樹 

  建 設 課 長  篠 原 道 憲 

  水 道 課 長  奈 良   論 

  教 育 委 員 会 教 育 長  前 坂 伸 也 

  教 育 部 長  中 村 利 美 

  社 会 教 育 課 長  浅 野 敏 昭 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  主         幹  枝 村   潤 

  書         記  小 林 宥 斗 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 会議録署名議員の指名       
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  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 議案第 ７号 令和２年度余市町一 

      般会計補正予算（第１１号）    

  第 ４ 議案第 ８号 令和２年度余市町水 

      道事業会計補正予算（第２号）   

  第 ５ 議案第１６号 工事請負契約締結事 

      項の変更について         

  第 ６ 議案第１７号 指定管理者の指定の 

      期間の変更について        

  第 ７ 一般質問             

                              

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和３年余

市町議会第１回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案17件、

他に一般質問と議長の諸般報告並びに令和３年度

町政執行方針と教育行政執行方針です。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号13番、安久議員、議席番号14番、大

物議員、議席番号15番、中谷議員、以上のとおり

指名いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇８番（白川栄美子君） 令和３年余市町議会第

１回定例会開催に当たり、昨日午前10時より委員

会室におきまして議会運営委員会が開催されまし

たので、その審議経過並びに結果につきまして私

からご報告申し上げます。 

 委員７名の出席の下、さらに説明員として細山

副町長、須貝総務部長、増田総務課長の出席があ

りましたことをご報告申し上げます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案17件、

一般質問は７名によります10件、令和３年度町政

執行方針並びに教育行政執行方針、他に議長の諸

般報告でございます。 

 会期につきましては、本日より３月22日までの

19日間と決定しましたことをご報告申し上げま

す。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、議案第７号 令和２年度余市町一般

会計補正予算（第11号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第４、議案第８号 令和２年度余市町水道

事業会計補正予算（第２号）につきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、議案第16号 工事請負契約締結事項

の変更についてにつきましては、即決にてご審議

いただくことに決しました。 

 日程第６、議案第17号 指定管理者の指定の期

間の変更についてにつきましては、即決にてご審

議いただくことに決しました。 

 日程第７、一般質問は、７名による10件です。 

 日程第８、議案第１号 令和３年度余市町一般

会計予算、日程第９、議案第２号 令和３年度余

市町介護保険特別会計予算、日程第10、議案第３

号 令和３年度余市町国民健康保険特別会計予

算、日程第11、議案第４号 令和３年度余市町後

期高齢者医療特別会計予算、日程第12、議案第５

号 令和３年度余市町公共下水道特別会計予算、

日程第13、議案第６号 令和３年度余市町水道事
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業会計予算の以上６件につきましては、それぞれ

関連がございますので、一括上程の上、議長を除

く議員全員で構成する令和３年度余市町各会計予

算特別委員会を設置し、付託することに決しまし

た。 

 日程第14、議案第９号 余市町介護保険条例の

一部を改正する条例案につきましては、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

 日程第15、議案第10号 余市町指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例案、日程第

16、議案第11号 余市町指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案、日程第17、議案第12号 

 余市町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例案、日程第18、議案第13号 余市町指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例案の以上４件につきましては、それぞれ

関連がありますので、一括上程の上、即決にてご

審議いただくことに決しました。 

 日程第19、議案第14号 余市町地域包括支援セ

ンターの人員及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例案につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第20、議案第15号 余市町重度心身障害者

及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例案につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 また、今期定例会の運営に当たり、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から説明員につき

ましては審議案件を考慮した出席とする旨確認が

なされておりますことをご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から22日まで

の19日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から22日まで

の19日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 なお、ただいま出席している以外の説明員につ

きましては、自席にて待機願っておりますので、

ご了承願います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま

したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 

 次に、後志町村議会議長会定期総会が書面によ

り開催され、令和３年度の事業計画及び歳入歳出

予算、負担金賦課徴収方法等がそれぞれ承認、決
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定されておりますことをご報告申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、関係書類を事務局

に保管してありますので、必要な場合ご覧いただ

きたいと思います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、議案第７号 令

和２年度余市町一般会計補正予算（第11号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（齊藤啓輔君） ただいま上程されました

議案第７号 令和２年度余市町一般会計補正予算

（第11号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金事業の追加、新型コロナウイルスワクチン

接種に係る経費の増額補正計上を行ったものであ

ります。さらに、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金事業外３事業について本年度

内に事業完了が見込めないことから、繰越明許費

を設定したものであります。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、寄附に伴う基金

への積立金とふるさと納税取扱業務委託料等の増

額補正計上を行ったものでございます。 

 民生費におきましては、支給決定者の増加に伴

う障害福祉サービス費等給付費等の増額補正計上

を行ったものでございます。 

 教育費におきましては、業務量の増大に伴う埋

蔵文化財発掘調査委託料の増額補正計上を行った

ものでございます。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国、道支出金等の特定財源に求め

るとともに、必要となる一般財源については繰越

金に財源を求め、歳出との均衡を図ったものでご

ざいます。 

 この結果、今回の補正予算額４億4,685万

3,000円を既定予算に追加した予算総額は123億

1,518万9,000円と相なった次第でございます。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第

11号）について、その概要をご説明申し上げまし

たが、詳細につきましては担当課長よりご説明申

し上げますので、よろしくご審議、ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。 

〇財政課長（髙橋伸明君） 議案第７号 令和２

年度余市町一般会計補正予算（第11号）。 

 令和２年度余市町の一般会計の補正予算（第

11号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ４億4,685万3,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ123億1,518万9,000円と

する。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

 第２条 地方自治法第213条第１項の規定によ

り翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費」による。 

 令和３年３月４日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 歳出からご説明申し上げます。４ページをお開

き願います。 

下段でございます。３、歳出、２款総務費、１

項総務管理費、４目財産管理費、補正額２億

5,927万1,000円、24節積立金２億5,927万1,000円

につきましては、寄附によります社会福祉施設等

建設基金積立金101万7,000円、公共施設建設整備

基金積立金２万7,000円、余市町ふるさと応援寄附

金基金積立金２億5,813万7,000円、図書整備基金

積立金９万円の計上でございます。 

５目企画費、補正額1,820万円、10節需用費８万
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9,000円につきましては、修繕費の補正計上でござ

います。11節役務費１万1,000円、12節委託料

1,493万円、13節使用料及び賃借料317万円につき

ましては、ふるさと納税に係る経費の追加計上で

ございます。 

15目新型コロナウイルス対策事業費、補正額

7,556万8,000円、12節委託料6,500万円につきまし

ては、プレミアム付商品券業務取扱委託料の計上

でございます。14節工事請負費866万8,000円につ

きましては、庁舎多目的トイレ等設置工事の補正

計上でございます。18節負担金補助及び交付金

190万円につきましては、北後志消防組合負担金

90万円、一般廃棄物等収集運搬従事者特別給付金

100万円の計上でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、６目心身障害者

対策費、補正額1,005万4,000円、19節扶助費

1,005万4,000円につきましては、支給決定の増に

よる障害福祉サービス費等給付費783万4,000円、

障害児給付費222万円の追加計上でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目予防費、補

正額7,775万4,000円につきましては、新型コロナ

ウイルスワクチン接種体制整備に係る経費の計上

でございます。内訳でございます。１節報酬369万

3,000円につきましては、嘱託医師報酬 11万

3,000円、会計年度任用職員報酬358万円の計上で

ございます。３節職員手当262万5,000円につきま

しては、時間外勤務手当219万2,000円、期末手当、

会計年度任用職員43万3,000円の計上でございま

す。４節共済費70万8,000円につきましては、社会

保険料の計上でございます。８節旅費７万4,000円

につきましては、費用弁償の計上でございます。

10節需用費229万4,000円につきましては、消耗品

費126万円、燃料費20万円、印刷製本費83万4,000円

の計上でございます。11節役務費155万3,000円に

つきましては、通信運搬費101万7,000円、手数料

26万6,000円、医療費請求事務手数料27万円の計上

でございます。12節委託料4,280万7,000円につき

ましては、受診予約受付ワクチン管理委託料

3,680万7,000円、被接種者運送業務委託料600万円

の計上でございます。13節使用料及び賃借料360万

円につきましては、自動車及びリモート会議シス

テムの借上料の計上でございます。17節備品購入

費740万円につきましては、コンピューター等の備

品購入費の計上でございます。18節負担金補助及

び交付金1,300万円につきましては、新型コロナウ

イルスワクチン接種体制整備負担金の計上でござ

います。 

 次のページをお開き願います。７目保健健康推

進費、補正額107万6,000円、12節委託料107万

6,000円につきましては、健康管理システム改修委

託料の計上でございます。 

８款土木費、５項都市計画費、２目公園管理運

営費、補正額150万円、12節委託料150万円につき

ましては、あゆ場公園管理委託料の増額計上でご

ざいます。 

９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、補

正額90万円の減、18節負担金補助及び交付金90万

円の減につきましては、北後志消防組合負担金の

減額計上でございます。 

10款教育費、４項社会教育費、８目埋蔵文化財

発掘調査費、補正額383万円、12節委託料383万円

につきましては、埋蔵文化財発掘調査委託料の補

正計上でございます。 

10款教育費、５項保健体育費、４目総合体育館

運営費、補正額50万円、12節委託料50万円につき

ましては、総合体育館管理委託料の計上でござい

ます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

３ページをお開き願います。 

 ２、歳入、15款国庫支出金、１項国庫負担金、

１目民生費国庫負担金、補正額502万7,000円、４

節身体障害者福祉施設費国庫負担金502万7,000円

につきましては、歳出における障害福祉サービス

費等給付費、障害児給付費の増加に伴う国庫負担



 

－20－ 

  

金の計上でございます。 

 15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費

国庫補助金、補正額7,594万2,000円、１節総務費

国庫補助金7,594万2,000円につきましては、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の

計上でございます。 

 ３目衛生費国庫補助金、補正額5,083万円、１節

保健衛生費国庫補助金5,083万円につきましては、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

補助金の計上でございます。 

 15款国庫支出金、３項委託金、４目教育費委託

金、補正額383万円、１節社会教育費委託金383万

円につきましては、埋蔵文化財発掘調査委託金の

増額計上でございます。 

 16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負

担金、補正額251万3,000円、５節身体障害者福祉

施設費道負担金251万3,000円につきましては、国

庫負担金同様歳出の増加に伴う道負担金の増額計

上でございます。 

 18款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額２億6,686万4,000円、１節総務費寄附金２

億6,686万4,000円につきましては、7,930件の余市

町ふるさと応援寄附金２億6,673万7,000円、匿名

を希望される方からの公共施設建設整備寄附金２

万6,948円、１件の余市町まち・ひと・しごと創生

推進プロジェクト応援寄附金10万円でございま

す。 

 次のページをお開き願います。３目教育費寄附

金、補正額９万円、１節教育費寄附金９万円につ

きましては、ボランティア団体、コスモグループ

様より図書館図書購入寄附金９万円でございま

す。 

 ４目民生費寄附金、補正額101万7,000円、１節

民生費寄附金101万7,000円につきましては、社会

福祉寄附金といたしまして余市精菱機械株式会社

様から100万円、学校法人北海道キリスト教学園リ

タ幼稚園園児・ＰＴＡ様から１万7,000円でござい

ます。いずれもご寄附をいただいた方のご意向に

沿った予算措置をさせていただいたものでござい

ます。 

 19款繰入金、６項余市町ふるさと応援寄附金基

金繰入金、１目余市町ふるさと応援寄附金基金繰

入金、補正額950万円、１節余市町ふるさと応援寄

附金基金繰入金950万円につきましては、歳出にお

けるふるさと納税経費の増額に伴う繰入金の計上

でございます。 

 20款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

324万円、１節繰越金324万円につきましては、必

要となる一般財源の計上でございます。 

 21款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額2,800万

円、１節雑入2,800万円につきましては、新型コロ

ナウイルスワクチン接種事業町村負担の計上でご

ざいます。 

 次に、繰越明許費につきましてご説明申し上げ

ます。２ページをお開き願います。第２表、繰越

明許費につきましては、事業の実施が翌年度に及

ぶことから、当該事業の予算を繰り越して使用で

きるよう予算措置をするものでございます。２款

総務費、１項総務管理費、事業名、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金事業、金額

２億6,371万3,000円。２款総務費、３項戸籍住民

基本台帳費、事業名、戸籍システム改修事業、金

額642万4,000円。４款衛生費、１項保健衛生費、

事業名、新型コロナウイルスワクチン接種体制確

保事業、金額7,883万円。８款土木費、２項道路橋

りょう費、事業名、橋りょう補修整備事業、金額

１億120万円。 

 以上、議案第７号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇14番（大物 翔君） ５ページの一番上の経済
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対策としてのプレミアム付商品券の話で伺いたい

のですけれども、１月までで第１弾分が終了した

と。昨年第２弾をやるつもりはないのかと聞いた

段階では今のところその予定はないよと言ってい

たけれども、今回計上する形を取れたと。それは

それでよかったのかなと思うのですけれども、で

は第１弾をやった段階でやっぱりでは目的は何だ

いという話をしたときに家計支援が主たる目的な

のか、それともお金を持っている人にどんどん消

費してもらってという経済政策の側面があるの

か、どっちなのだいと聞いたら、経済対策のほう

なのだというお話だったと思うのです。前回の第

１弾やった段階の結果というのは、そろそろ出て

きていると思うのです。消費税が上がったりだと

か、様々な緊急対策ということで違う形でもこう

いう商品券発行というのはやってきたと思うので

すけれども、やはりどうしても大型店に集中しや

すかったり、一番支えたい地場の商店街になかな

か流通していかないという問題があったと思うの

です。その辺の案分というのは結果的にどうなっ

たのかなというのが１つと、あと常々指摘してい

るところなのですけれども、商品券という性質な

ものですから、再流通ができないのです。現金で

あれば一回お買物をしたらお店屋さんにそのお金

が入って、仕入れに使うだとか、あるいは自分た

ちのお給料で何か物を買ったりするのに使うだと

かというふうに巡っていく。ただ、残念ながら商

品券なら１回こっきりであると。となると、波及

効果という意味では非常に制約のある仕組みに制

度上なってしまうと。本当に地場を支えて、地場

の中でお金やお金と同等のものが巡って、経済を

支えて、勃興させていくということを考えるなら

ば、実はこの商品券だけでは私は不十分ではない

かなと考えるわけなのですけれども、その辺どう

でしょう。 

〇商工観光課長（橋端良平君） 14番、大物議員

からのプレミアム商品券第１弾の実績に関するご

質問かと存じますけれども、まず大型店、小規模

店、その割合がどうなっていたのかというような

ご質問だと思いますけれども、昨日この業務の受

託者であります観光協会から実績報告書が提出さ

れてございます。ただいま精査中でございますけ

れども、確かにどうしても大型店に集中するとい

う傾向はございますけれども、このたび大型店で

は使えない小規模専用券というものを設定いたし

まして、それについては一定程度小規模店に流れ

ていったのかなというふうには考えてございまし

て、実際に小規模店、意見交換の中ですので、定

性的な判断になろうかと思いますけれども、小規

模店の方々からも大変喜ばれているということは

事実としてございます。 

 また、再流通がないということでの経済波及効

果が限定されるのではないかというご質問かと思

いますけれども、確かにそういった側面はあるか

と思いますけれども、やはり商品券という性質上、

また期間を定めて、短期間の中で、また地域を限

定した商品券でございますので、地域経済に与え

る経済波及効果というものはあろうと思います

し、当然商品券を活用して、それに伴う間接的な

商品の誘発額というものもあろうかと考えており

ますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇14番（大物 翔君） 結果報告書の精査等の後

にでは実際どうだったかというのは改めて知らせ

ていただきたいなと思うのですけれども、私思う

のが確かに付随していろいろなものが動いただろ

うという。現に地場の方々も大変喜んでくださっ

たと。これ非常によかったと思うのです。ただ、

前々から言っていますけれども、息長く回し続け

ていくというものがやはり同時に必要になってく

るだろうと思うのです。ただ、これ商品券という

システムだけではちょっとやり切れない部分だと

は思うのです。私前から思っているのですけれど

も、これが駄目だと言っているのではないのです。

こういったことをせっかくやるのだったら、これ
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に併せて商店街だとか地場の会社さん共通のポイ

ントカード的なものって作れないものなのかなと

ずっと考えているのです。我々市町村ですので、

自分たちでお金発行する権限は当然持っていない

し、やったら大変なことになるのですけれども、

だからどこのお店でも使える共通のポイントとい

うものがちゃんとあって、一定程度たまったらお

買物ができたり、あるいは現金に換わったりとい

うことをしていけば、どうしても便利だし、条件

がいいから、やっぱり大型店に行きやすいという

のはこれ致し方ない部分あると思うのです、１か

所で全部そろってしまうとなったら。ただ、それ

に引きずられていくと、やっぱり地場の産業振興

という意味ではちょっとつらい部分が出てくるわ

けではないですか。どうやって地場を盛り返させ

るかと考えたときに、そこに継続的にお金が回り

続けるように水を流してあげる仕組みを別途つく

ってあげる必要があると思うのです。昨年たしか

後志の管内でも、デジタルという形ででしたけれ

ども、クーポン、ポイントカード制みたいなもの

やるという自治体もあったやに思うのです。デジ

タルがいいのか、アナログがいいのかというのは

また議論がある問題でしょうけれども、そうやっ

てやっぱり常に足を運びやすくしてあげることも

また大事なのではないかなと。私昨年の12月に融

資関係の話で一般質問させてもらいましたけれど

も、お店によっては全然前の道路人歩いていない

と、そういうことがやっぱり起きてしまっている。

これはコロナが落ち着いていった後のことも見据

えた話になってくるのですけれども、やっぱり物

理的に人が動くことで経済を回す。もちろんオン

ラインも大事なのですけれども、やっぱりその基

本は大切にしてあげなければならないとなったと

きにわざわざそこまで行きたいと思わせるインセ

ンティブが必要だと。しかも、ここでしか使えな

い、あそこでしか使えないというやり方だとちょ

っといずいと。であれば、賛同してくれる人を少

しずつ募って、そういう円とは違う形での経済圏

というのを擬似的につくり出していってあげると

いうのも先を見据えたら非常に大切な施策になっ

てくるのではないかなと私考えるのですが、どう

でしょう。 

〇商工観光課長（橋端良平君） 14番、大物議員

のご質問でございますが、ポイントカードに関す

るご指摘、ご質問、また人の動きを誘発するよう

な、そういった取組ができないのかというような

ご質問かというふうに存じますけれども、まずプ

レミアム商品券の事業実施するときもそうだった

のですけれども、ポイントカードについてお話を

したりですとか、例えば連動したセール、そうい

ったものができないかというようなお話はさせて

いただきました。ただ、やはり今このコロナ禍の

中で、ポイントをつけるとしてもそれは結局それ

ぞれの店舗の持ち出しになってしまうというよう

な、そういったこともありますので、なかなか取

組が難しいというような意見が多うございまし

た。また、いずれにしましてもこのプレミアム商

品券事業はカンフル剤というような認識でござい

ました。ですので、経済がいい形で循環している

中では将来を見据えたポイントカード化ですとか

キャッシュレス、またクーポン等々といった取組

も可能かと存じますけれども、今はまだちょっと

そういったところまでは難しいのかなというふう

には考えておりまして、またポイントカード、ク

ーポン等々を行うにしても余市町内独自のインフ

ラ整備というものはやはり多額の支出を伴います

ので、なかなか事業者様としてはその取組に積極

的にいけないというような事情もありますので、

例えば名前は申しませんけれども、そういった大

きなインフラを持っている民間事業者もございま

すので、そういったインフラも活用しながらポイ

ント制度ですとかキャッシュレス化、そういった

ことに取り組むことは検討の域を今まだ脱してお

りませんけれども、検討してまいりたいというふ
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うに考えてございます。 

〇８番（白川栄美子君） 今のプレミアム商品券

のことで質問いたします。 

 これは、第２弾で前回と同じ手法というか、内

容も手法も同じような状況でやられるのか。 

 それから、前回ちょっと多少混乱があったと思

うのですけれども、その部分はきちんと回避でき

るのかどうか伺います。 

〇商工観光課長（橋端良平君） ８番、白川議員

からのご質問でございますが、基本的には前回同

様の手法、内容で行っていきたいと思っておりま

す。非常に商店街関係者の方との意見交換の中で

も大変好評であったこと、そして受託者が観光協

会でありましたことから、地元の事業者様との関

係性も強いということ、柔軟な対応が可能であっ

たということで大変喜ばれておりますので、基本

的にはその内容で実施していきたいと思いますけ

れども、やはり混乱があったこと、様々な反省点

があったことは事実でございますので、そちらに

ついては改善をしながら実施してまいりたいと考

えてございます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号 令和２年度余市町一般会

計補正予算（第11号）は、原案のとおり可決され

ました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、議案第８号 令

和２年度余市町水道事業会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇水道課長（奈良 論君） ただいま上程されま

した議案第８号 令和２年度余市町水道事業会計

補正予算（第２号）につきまして、その提案理由

をご説明申し上げます。 

 このたび補正いたします主な内容につきまして

は、資本的支出につきまして配水管布設替え事業、

設計委託業務等の事業費の確定見込みに伴い減額

補正をいたすものであります。 

 また、資本的収入につきましては工事費の確定

見込みに伴い工事負担金並びに企業債の減額補正

をいたすものであります。 

 収益的支出、営業費用におきましては、減価償

却費の確定見込みによる減額補正と配水管布設替

えに伴う配水管の除却、量水器の除却等に伴う固

定資産除却費の増額補正をいたすものでありま

す。 

 営業外費用につきましては、企業債借入れ利息

の確定見込みによる減額補正、工事費の確定見込

みによる課税仕入れの減額に伴い納付となる消費

税及び地方消費税の増額補正、さらには応急資材

として保有しております貯蔵品のうち今後使用見

込みのない資材について売払い処分をいたした

く、営業外費用、雑支出に不用品売却原価を計上

し、水道事業費用の増額補正をいたすものであり

ます。 

 収益的収入につきましては、営業外収益として



 

－24－ 

  

除却処分した資産に関わる長期前受金戻入れの増

額補正と給与引当金戻入れの確定による減額補正

を行い、支出でご説明申し上げました不用品の売

払いによる収益を雑収益、不用品売却収益に計上

し、水道事業収益の増額補正をいたすものであり

ます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第８号 令和２年度余市町水道事業会計補

正予算（第２号）。 

 第１条 令和２年度余市町水道事業会計の補正

予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第２条 予算第２条に定めた業務の予定量を、

次のとおり補正する。 

 項目、（４）主要な建設改良事業、（ア）配水

管整備事業、既決予定量２億7,200万円、補正予定

量863万5,000円の減、計２億6,336万5,000円。 

 （ウ）水道施設整備事業、既決予定量1,200万円、

補正予定量５万4,000円の減、計1,194万6,000円。 

 第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、科目、第１款水道事業収益、既決予定額

６億7,524万7,000円、補正予定額19万2,000円、計

６億7,543万9,000円。 

 第２項営業外収益、既決予定額１億3,251万

4,000円、補正予定額19万2,000円、計１億3,270万

6,000円。 

 支出、科目、第１款水道事業費用、既決予定額

６億7,717万1,000円、補正予定額1,205万5,000円、

計６億8,922万6,000円。 

 第１項営業費用、既決予定額５億7,372万

2,000円、補正予定額1,118万1,000円、計５億

8,490万3,000円。 

 第２項営業外費用、既決予定額１億 234万

9,000円、補正予定額87万4,000円、計１億322万

3,000円。 

 第４条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額「２億7,396万

4,000円」を「２億7,846万8,000円」に、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額「2,197万

2,000円」を「2,071万3,000円」に、当年度分損益

勘定留保資金「2,443万3,000円」を「3,019万

6,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。 

 次のページをお開き願います。収入、科目、第

１款資本的収入、既決予定額３億7,948万2,000円、

補正予定額1,366万1,000円の減、計３億6,582万

1,000円。 

 第３項工事負担金、既決予定額3,075万5,000円、

補正予定額113万9,000円、計3,189万4,000円。 

 第４項企業債、既決予定額２億9,220万円、補正

予定額1,480万円の減、計２億7,740万円。 

 支出、科目、第１款資本的支出、既決予定額６

億5,344万6,000円、補正予定額915万7,000円の減、

計６億4,428万9,000円。 

 第１項建設改良費、既決予定額３億2,173万

8,000円、補正予定額915万7,000円の減、計３億

1,258万1,000円。 

 第５条 予算第５条に定めた起債の限度額を次

のとおり変更する。 

 起債の目的、配水管整備事業、補正前限度額２

億1,020万円、補正後限度額１億9,550万円。 

 水道設備整備事業、補正前限度額1,200万円、補

正後限度額1,190万円。 

令和３年３月４日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 １ページをお開き願います。令和２年度余市町

水道事業会計予算実施計画、収益的収入及び支出、

補正額のみ申し上げます。収入、１款水道事業収

益、補正額19万2,000円、２項営業外収益19万

2,000円、３目長期前受金戻入、補正額37万4,000円

につきましては、除却処分した資産に関わる長期

前受金戻入れの増額補正であります。 

 ４目引当金戻入、補正額24万5,000円の減につき

ましては、賞与引当金戻入れの確定に伴う減額補

正であります。 
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 ５目雑収益、補正額６万3,000円につきまして

は、不用品の売払いに伴う増額補正であります。 

 支出、１款水道事業費用、補正額1,205万

5,000円、１項水道費用、補正額1,118万1,000円、

４目減価償却費、補正額154万1,000円の減につき

ましては、減価償却費の確定見込み及び配水管布

設替えによる配水管の除却に伴う減額補正であり

ます。 

 ５目資産減耗費、補正額1,272万2,000円につき

ましては、揚水機の除却等に伴う固定資産除却費

の増額補正であります。 

 ２項営業外費用、補正額87万4,000円、１目支払

利息、補正額73万4,000円の減につきましては、企

業債借入れ利息の確定見込みに伴う減額補正であ

ります。 

 ２目消費税及び地方消費税、補正額 126万

5,000円につきましては、工事費の確定見込みによ

る課税仕入れに伴う納付と消費税及び地方消費税

の増額補正であります。 

 ３目雑支出、補正額34万3,000円につきまして

は、不用品の売払いに伴う増額補正であります。 

 ２ページをお開き願います。資本的収入及び支

出、収入、１款資本的収入、補正額1,366万1,000円

の減、３項工事負担金、補正額113万9,000円、１

目工事負担金、補正額113万9,000円につきまして

は、工事費の確定見込みに伴う増額補正でありま

す。 

 ４項企業債、補正額1,480万円の減、１目企業債、

補正額1,480万円の減につきましては、工事負担金

並びに企業債の減額に伴う減額補正でございま

す。 

 支出、１款資本的支出、補正額915万7,000円の

減、１項建設改良費、補正額915万7,000円の減、

２目配水設備改良費、補正額910万3,000円の減に

つきましては、配水管布設替え工事費の確定見込

みに伴う減額補正であります。 

 ３目水道設備整備費、補正額５万4,000円の減に

つきましては、設計委託業務等工事費の確定見込

みによる減額補正であります。 

 以上、議案第８号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号 令和２年度余市町水道事

業会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決

されました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４９分 

                              

再開 午前１１時０５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第16号 工
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事請負契約締結事項の変更についてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇建設課長（篠原道憲君） ただいま上程されま

した議案第16号 工事請負契約締結事項の変更に

ついて、提案理由をご説明申し上げます。 

 このたびご提案申し上げます工事請負契約締結

事項の変更につきましては、令和２年第３回定例

会において議案第５号として令和２年度豊浜橋架

替工事の工事請負契約の締結について令和３年３

月22日を工期として議決を賜っておりますが、工

事の施工に当たりまして地域のライフラインとし

ての電気や通信設備を共架している電柱の移設工

事に当たりルートを迂回するその移設先と交渉、

調整を重ねてまいりましたが、所要の日数を要し、

そのため本工事の着手が遅れ、全体の工程に影響

が生じたことから、工期の変更をいたしたく、ご

提案申し上げるものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第16号 工事請負契約締結事項の変更につ

いて。 

 令和２年９月16日議決の工事請負契約締結につ

いて、次のとおり契約事項の一部を変更したいの

で、議会の議決を求める。 

 令和３年３月４日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。工事請負契約締

結事項の変更について。 

 令和２年９月16日議決の工事請負契約締結「令

和２年度豊浜橋架替工事」事項の一部を次のよう

に変更する。 

 記。 

 第４号工期の部分中「至 令和３年３月22日」

を「至 令和３年５月31日」に改める。 

 以上、議案第16号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第16号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第16号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第16号 工事請負契約締結事項の

変更については、原案のとおり可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、議案第17号 指

定管理者の指定の期間の変更についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（増田豊実君） ただいま上程されま

した議案第17号 指定管理者の指定の期間の変更

についてにつきまして、提案理由をご説明申し上

げます。 

 余市町温水プールは昭和56年に建築、平成19年

度からは指定管理者制度を導入し、唯一の温水プ

ールとして水泳授業や健康増進など生涯スポーツ

振興の拠点として機能を果たしてまいりました。

しかしながら、当該施設は建築から40年が経過し、

老朽化により利用者の安全確保が困難と判断され
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る事態となり、施設を休止する必要が生じました

ことから、指定管理者の指定の期間の変更をいた

したく、地方自治法第244条の２第６項及び余市町

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例第３条の４第１項に基づき指定管理者の指定

の期間の変更について議会の議決を賜りたく、ご

提案申し上げる次第でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第17号 指定管理者の指定の期間の変更に

ついて。 

 平成30年12月18日議決の指定管理者の指定につ

いて、次のとおり指定の期間を変更したいので、

議会の議決を求める。 

 令和３年３月４日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 次のページをお開き願います。指定管理者の指

定の期間の変更について。 

 平成30年12月18日議決の指定管理者の指定「余

市町温水プール」事項の一部を次のように変更す

る。 

 記。 

 第３号指定の期間中「令和４年３月31日まで」

を「令和３年３月31日まで」に改める。 

 以上、議案第17号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇14番（大物 翔君） この件に関しては２月の

総務文教委員会でも報告いただいております。そ

れによりますと、昨年の11月頃でしたか、建物に

関する調査をやって、１月に報告が上がってきて、

大規模修繕かけるか建て替えなければ危ないです

よと、限界来ていますよという話があって、急遽

利用を止めざるを得ない状況になったと。それに

付随して、本当は来年まで指定管理をお願いして

いたところを止めなければならない施設になって

しまったので、期限を変えて、管理は一応町のほ

うに戻すということせざるを得なくなったという

ことだったと思うのです。ただ、問題なのが、報

告が出たのが１月だったという話ですけれども、

管理している水泳協会さんのほうもかなりびっく

りされたと。いきなり報告来て、寝耳に水だった

という話をおっしゃっている方もいるそうなので

す、聞くところによると。また、この施設という

のは、今冒頭の説明でもありましたけれども、唯

一の町内に存在している温水プールであると。一

般の方も使っているし、健康増進ということで介

護の関係でもプログラムは組まれている。また、

学校のプールとしても使われていると、当地域の。

となってくると、計り知れない影響があると思う

のです。建物自体は休止せざるを得ないというの

は理解できるのですけれども、そういった代替手

段含めた道筋というのは果たしてついているのだ

ろうかというのが疑問なのです。その点どうでし

ょう。 

〇社会教育課長（浅野敏昭君） 14番、大物議員

の質問にご答弁申し上げます。 

 これまで40年間にわたりまして利用されてまい

りました唯一の温水プールにつきまして、様々な

利用がされていると。その利用の中で今までいろ

いろな事業行ってまいりましたけれども、指定管

理の期間が変更となってしまった以降の代替の手

段についてというご質問だったと思いますけれど

も、温水プールが今のところ利用者の安全第一と

いうことで休止せざるを得ないという判断に至っ

たことは大変に担当課としてとても残念といいま

しょうか、申し訳ない気持ちでおります。今後の

代替手段でございますけれども、水泳協会様とこ

れまでも協議続けてまいりましたけれども、今後

も協議させていただきまして、町内にもう一つ、

温水ではないのですけれども、あけぼのプールが

沢小の横、敷地の中にございます。そこを果たし

てどのように使えるか。学校の授業、それから少
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年団、介護予防の授業などでいろいろな使われ方

をされておりますので、今後水泳協会様と十分な

協議をさせていただいて、こちらとしても対応が

可能なところはどういったことがあるかというこ

とを綿密な協議を続けさせていただいて、それに

つきましては夏に向けて何ができるかというよう

なことを検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

〇14番（大物 翔君） 公の施設であり、余市町

内では学校の財産として管理しているプールって

ないのです。沢小のあれももともと今の余市防備

隊の基地が建設されるに当たって子供たちの遊び

場がなくなってしまうということで代替的に造っ

ていただいた施設だったと昔を知る人からはよく

聞くのですけれども、ただ残念ながらあそこ冷水

プールなのです。しかも、屋根がないと。雨の日

が使えないと。子供の水泳授業という意味でいけ

ば、私は小さい頃普通に冷水プールで泳いでいま

したから、冷たかったけれども、不可能ではない

のかなと思うのですけれども、健康増進の関係の

ほうでやっぱり比較的年齢層高い方が使おうと思

ったときに逆に健康被害出ないかなという懸念は

あるのです。夏までに向けて何とか手段を考えて

いかなければならないというちょっと逼迫した事

態にはなっているのですけれども、まず授業がち

ゃんとできるように何とか図っていかなければな

らない。また、８期の介護計画、春からまた始ま

りますから、そういったプログラムに支障が出な

いように、もしどうにもならないのであれば、町

外のどこかにちょっと協力お願いして、一時的に

使わせていただくとか、そういったことも視野に

入れていかざるを得ないのではないのかなという

のが１つと、ただそれを永久に続けるというわけ

にもきっといかないと思うのです。いずれはどこ

かに代替施設の建設が私は必要になってくるので

はないかなと。そういったことも視野に入れた調

整というか、検討というのは今されているのでし

ょうか。 

〇教育部長（中村利美君） 14番、大物議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 １点目の町外のプール利用を視野に入れた場合

というご質問だったかと思いますけれども、学校

の水泳授業の関係も校長会を通じてあけぼのプー

ルが利用できるのかどうかも含めて協議させてい

ただきたいと考えておりますけれども、あけぼの

プールが使用できない場合は町外のプールも視野

に入れて検討していきたいと考えております。 

 あと、２点目のどこかに代替施設を建てるのか

というご質問だったかと思いますけれども、温水

プールは公の施設でございます。これまで水泳授

業や介護予防の健康増進など生涯スポーツ振興の

社会体育施設としては重要な施設として認識して

いるところでございます。今後の温水プールの在

り方につきましては町部局と十分な協議を行いな

がら検討してまいりたいと考えておりますので、

現段階ではその方向性が出るまで休止施設として

考えているところでございます。よろしくご理解

いただきたいと思います。 

〇４番（藤野博三君） 質問の前に、余市水泳協

会について、私も十数年前までは加盟していた団

体ですから、その辺についてまず皆さんにちょっ

と聞いていただきたいと思います。 

 余市水泳協会というのは1929年、昭和４年に設

立されているのです。北海道では、小樽水泳協に

続いて２番目に古い団体です。財団法人の北海道

水泳連盟よりも古いのです。まず、そこから始ま

るのです。そして、余市水泳協会は、1981年だか

ら、昭和56年、温水プールがオープンして、そし

て水泳協会について、青少年の水泳を通した健全

育成、これはずっとあけぼのプールの時代からや

ってきているのですけれども、そして水泳少年団

というもの立ち上げ、基礎水泳をまず指導したの

です。そして、その後指導した子供たちから選手

になりたい、大きな大会に出るのだという要望が



 

－29－ 

  

非常に強くあった。そういうことで、ジュニアア

スリートを目指す子供たちのために余市水泳協会

スイミングクラブというものを立ち上げて、もち

ろん水泳少年団も余市水泳協会で指導、稽古を主

導的にやっていたのですけれども、ただこのスイ

ミングクラブを立ち上げたことによって全国大会

に行って活躍する選手が非常に出てきた。全国ジ

ュニアオリンピック、全国中学、インターハイ、

国体、このプールができてから余市から多くの、

もともと昔から余市というのは水泳の盛んな地域

だったわけですけれども、その中からちょっと国

際大会まで行く選手が出てきたのです、余市の地

から。みんなこの余市の温水プールで育った子供

たちなのです。また、このプールの本来の設置目

的である町民の健康増進、体力の向上のための親

子水泳教室、小学校低学年のための水泳教室、そ

れから大人の水泳教室、そして高齢者のための歩

く水泳教室など多く開催してきています。この歩

く水泳教室に関しては、今は引退された佐々木正

江議員がここで一般質問したのをきっかけにして

余市水泳協会、タイアップして、そもそもが始め

た事業なのです。それほど一生懸命余市温水プー

ルを使いながら余市町民、また子供たちの体力向

上、また選手を目指したい子供たちのための指導

の場として非常に活用されてきたわけなのです。

そして、平成15年に地方自治法が改正され、指定

管理者制度が導入されることになったのです。そ

して、平成17年６月14日に余市町公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例が施行され

ました。平成18年の暮れに温水プールの指定管理

者の公募が行われたわけなのです。私の記憶によ

れば、３団体が提案書を提出したと思います。そ

の中で余市水泳協会の提案書が採用されたという

ことなのですけれども、これはそのときの上野町

長が指定管理者はできれば余市町の団体に任せた

いような意向もあったと思います。それは、別に

直接役場から、町長から聞いたわけではありませ

んけれども。それ以来平成19年４月１日から今日

まで14年間指定管理者としてプールの運営を続け

てきたわけなのです。また、指定管理者の指定に

伴い、余市水泳協会が任意団体であるということ

は、別に任意団体でも構わないのですけれども、

ただいろいろな諸般の事情からＮＰＯ法人として

法務局に登記を済ませた中で運営を今日まで続け

てきたということなのです。協定では令和３年３

月31日まで、１年を残した中で突然１か月くらい

前に今年度いっぱいで指定を終了すると、そうい

うことが連絡があった。これは水泳協会の何人か

から確認したことでありますので、それは事実だ

と思います。以下、ちょっとそれについて質問さ

せていただきます。ちょっと前段が長過ぎて大変

申し訳ないですけれども。 

 まず、１つは、本来であればこの指定期間の打

切りに対してはある程度の時間の余裕を持って、

例えば６か月とか１年とか、そういう余裕を持っ

た中で通告されなければならないと思うのです。

水泳協会も一応法人なのです。個人ではないから、

いやいや、やめますとかはい、はいというわけに

はいかないところであります。なぜそのような短

期間での指定を中止するということになったの

か、その辺についてまず１つお聞きしたいと思い

ます。 

 また、２点目として、これは本件は教育委員会

の事情によるものですよね。本来突然の休止とい

うのは指定管理者に何か、町の勧告、命令に従わ

ないために突然指定管理を中止するということは

往々にしてあることのようですけれども、今回は

事情が全く違う。指定期間廃止すると。協定書と

いうのは、これは契約ではないのです、普通協定

というのは。ただ、民法上の扱いとしては契約と

解されるのです。課長の答弁でも事前に何度か協

議したというようなことを答弁されていたけれど

も、本当にそれはちゃんとしたのか。また、理解

を得るために何度も何度も水泳協会と、実際はＮ
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ＰＯ法人水泳協会なのです。この４月１日から温

水プール、再開に向けて設備に関わる指定管理者

が行う軽微ないろいろな設備投資、またはボラン

ティアで運営はされているけれども、有料ボラン

ティア、１か月１万円から１万5,000円の一応交通

費という形でお金は出ている有料ボランティアな

のです。だから、そういう計画を既に立てていて、

これはやっぱり指定管理者に損害が生ずるわけで

すから、これは何らかのちゃんと整理して、きち

んと余市水泳協会に対して対応していただきたい

と思うのです。これは１回や２回の話合いではな

くて、本来は去年からこの話合いが行われていな

いと駄目だと思うのです。この１月か２月のとき

に、突然。水泳協会は真摯に自分たちの協会の財

産を使いながらずっと運営してきたのです、平成

19年から。その辺は、十分心に入れてもらいたい

と思うのです。これについてちょっと、この２点

について答弁お願いしたいと思います。 

〇社会教育課長（浅野敏昭君） ４番、藤野議員

の質問にご答弁申し上げます。 

 まず、指定期間の通告など通常であれば６か月

ほどの余裕を持ってということでのご質問、１点

目があったかと思います。まず、これにつきまし

ては昨年の11月頃に水泳協会様のほうからさびの

落下が見られるということがありました。これは

初めてではございませんで、若干説明させていた

だきますと、物すごく顕著にさびが落ちてきたと

いうような報告を指定管理者様から受けていたの

は、私どもの記録などによれば平成28年度、前年

度よりも多めに落ちていたということがまずござ

いました。その都度指定管理者様のほうで目で見

まして、清掃しまして、町としても一部さび落と

しですとかさび止めですとか塗装などをしてまい

りました。さびの落下は平成29年度、30年度とや

まず、さびの落下対策ということでその都度、そ

の都度やってまいりました。プール本体もステン

レスのものでございますけれども、中の防水塗装

ということも町費でやりましたり、協議の上で水

泳協会さんが冬の間いろいろな整備をしていただ

いたところでございます。今回のお話に戻ります

けれども、さびの落下を受けまして、教育委員会

と水泳協会さんとで一緒にまずは現場、さびの落

ちたところの確認をしました。平成28年度から以

降の話ですので、これはちょっと続き過ぎといい

ましょうか、建物の本体自体どうなのであろうか

というようなことを両者で話合いをしまして、耐

震ですとか鉄骨の構造材に対しての専門の業者さ

んに見てもらったほうがいいのではないかという

ことで、町内業者様を通して札幌の業者様に見て

いただいて、報告書が１月に上がってきたところ

でございます。ですから、さびの落下があって、

専門の業者さんに見ていただくということは水泳

協会様と、水泳協会様もプールのほうに詰めてお

りますので、私たちが行くときには当然立会いも

していただいておりました。それが１月の中旬で

しょうか、正式な報告書が出てまいりまして、今

耐震の基準なども大変東日本以降厳しくなってお

りますことから、耐震の診断云々というところも

なかなか厳しいのではないかと。まだそれは結論

は出ておりませんけれども、そういったことがあ

りまして、正式に協議をさせていただいたのが２

月の初旬だったというふうに記憶をしてございま

す。実際に書類も残しておりますけれども。その

中で利用者の安全確保のことでいかがだろうか

と。去年もさびは落ちていますし、今年明けてさ

びも落ちますけれども、何よりも業者様の報告で

いただいたのが地震が起きたときに倒壊してしま

うおそれがある、当然でございます。それから、

さびの落下もこのまま続きますと、さびといいま

しても塊で落ちてくる場合も過去にもありました

ので、それで安全が確保できないのではないかと

いうことは水泳協会様と私ども両者が確認をした

ところでございます。というような経過がまずは

ございました。指定期間の通告につきましてでご
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ざいますけれども、基本協定の中で第54条に不可

抗力による指定の取消しというものがございま

す。その中に甲、乙の協議をいたしまして、指定

についての協議を甲からか乙からかということで

求めることができるというふうになってございま

す。今回のケースについては教育委員会から指定

を、ごめんなさい、取り消したいのだということ

でも水泳協会さんのほうから私ども安全にやって

いけないので指定のほうの期間を短くしていただ

きたいというようなこと、今議員の質問聞いてお

りまして、実際のところ果たしてどうだったのか

なというようなことはありますけれども、さびの

落下の時点からやり取りをさせていただいており

まして、協議の中でこのような利用者の安全確保

のためのプールの休止というようなことを今回判

断をさせていただいたところでございます。協会

の財産などを私どものほうで、そこのプールにあ

りますから、いろいろな有形、無形の財産を、歴

史もあることだと今伺いましたけれども、そうい

った協会に与える損害といいましょうか、損失と

いいましょうか、補填についてということも、有

料のボランティアさんというお話もありましたけ

れども、それについては損害があるかどうか、そ

れから指定管理の中で、令和２年度、コロナで実

際にお客様も去年だと１万超えていたものが今年

は4,000台というふうになっていますし、その中に

影響額、４月、５月は大変水温が冷たかったので、

普通はボイラー、フルで回転するのですが、それ

がやらずに済んだので、今年は損益については赤

字を出しておらないところも実はございます。そ

ういった全体の影響考えた上でそういったことを

今後も水泳協会さんと協議を続けていきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくご理解賜

りたいと思います。 

〇４番（藤野博三君） 言っていることは理解で

きるのです。課長も答弁の中で別に間違ったこと

は言っていない。確かに協定書の中にもある。そ

れ分かります。水泳協会の一番先の協定書を書い

たのは私だから、その辺は十分に理解しています。

ただ、唐突だったというのが一番の私は原因だと

思うのです。今私はその場にいないから、その辺

のことは何人かの方に確認したらやはり、実際３

月15日頃からオープンのための準備をするので

す、毎年。プールの清掃から始まって、そして水

泳協会のほうでできるような小さな部品、備品、

こういうものを整理して、そしてなかなか４月１

日とはいかないけれども、４月の初めにはオープ

ンして、町民の皆様にプールを活用していただく

方法になっているのです。だから、その辺考えれ

ばやはり、ともかく思われるのはなぜもう少し早

くプールの調査をして、結論を早く出さなかった

のかということなのです。これプールというのは

もう何年前になるのかな、10年以上前になるのか

な、一回大規模に改修していますよね。屋根の合

板というのか、天井のそれ落ちてきたり、天井の

製品を保つためのブレースが落ちてきたり、これ

も誰もいないときに落ちてきたから、たまたま事

故というのは免れたわけなのですけれども、そう

いうのはあるのです、十分。それは十分理解して

いる。ただ、公共施設というのはそういうものを、

今プールは入っていないかもしれないけれども、

長寿命化計画の中でいろいろなものをそういうふ

うに長く使えるように、温水プールより先にでき

ているあけぼのプールはちょっと形態が違うけれ

ども、まだ使われているのです。だから、40年と

いうのはすごい時間かもしれないけれども、鉄骨

の建物で40年というのは決して長くはない。もう

少し使えるのではないかな。それはやっぱりふだ

んからのそういうプールの、プールばかりではな

い、これ公の施設全てかもしれないけれども、点

検、それに対する整備を少し怠ってきたのかなと

いう思いはあるのです。あのプールは、本体その

ものがコンクリート造りではないのです。珍しい

アルミのプールなのです。プール自体もちょっと
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漏れたりなんだりして、水泳協会さんでもかなり

いろいろな手だてを使って漏れがないようにと。

漏れると莫大な水の量かかるのです。そういうも

のも万が一漏れた場合はほぼ水泳協会の指定管理

料と、水泳協会の財産を使ってそれを少しでも長

くやりたいということでやってきたのです。だか

ら、課長の答弁は重々分かるのですけれども、こ

れ１番も２番もそうなのだけれども、それに対し

て水泳協会のほうにやはり寄り添ってやっていた

だきたいと思うのです。というのは、なぜ冒頭水

泳協会の歴史を言ったかというと、余市の水泳は

余市水泳協会でいろいろな行事をやっているので

す。ちょっとまれな町なのです。ほかのところは

いろいろな高校、または大学、一般のスイミング

クラブ等でやってきたのですけれども、余市町だ

けは水泳協会が中心となって、古い話、その水泳

協会の人がオリンピック行ったのです、北海道で

初めて水泳で。だから、そういうようなことも含

めた中で、今ここで指定管理をぴたっともし止め

られたら、今までそれを原資にしてやってきたこ

とが、水泳協会自体がＮＰＯ法人としてはもちろ

んだけれども、成り立たなくなるのではないのか。

解散するのか。解散してくださいということなの

か。その辺も十分、これは町としてもそうだろう

し、教育委員会としてもそうだろうし、90年以上

一生懸命水泳続けてきた団体がなくなるかもしれ

ないのです。恐らくＮＰＯ法人ではなくなるでし

ょう、間違いなく。代替で、例えばあけぼので行

事やったって２か月ではないですか。おまけに温

水プールではない。よその施設を借りるといった

って冷水のプールでは限りがあるのです。この北

後志５か町村で夏の短期間だけれども、プールオ

ープンして、そして温水プールというのは積丹町

にもないのです。そこに一々みんなで行くのかと

いうこと。多分水泳協会としては１か月でも２か

月でも水泳普及のためにあけぼのプールを使いた

いという意向は恐らく、課長もその辺は分かって

いると思うけれども、あると思う。ただ、そうい

う余市の町と一緒に歩いてきた100年近くになら

んとするそういう一つの団体がなくなるかもしれ

ない。それも自分たちのミスならば、多分理解し

て納得するでしょう。でも、そうではないでしょ

う。地方自治法には言わせていないのですから、

指定管理の部分で。その辺は、十分考えてもらい

たいと思うのです。その辺、総花的になったけれ

ども、ちょっと答弁お願いしたい。 

〇教育長（前坂伸也君） ４番、藤野議員の再度

のご質問にご答弁を申し上げます。 

 議員から水泳協会の成り立ちを含め、その歴史

も含めてお話をいただきました。私も改めてお話

を聞いて、長年にわたる水泳協会のスポーツ振興、

さらには健康増進という、本当に町民に多大なる

貢献をしていただいたということで改めて感じま

した。そういった中で今回施設の老朽化が進み、

利用者の安全確保ができないということで、断腸

の思いで休止という判断をさせていただいたわけ

でございますが、水泳協会とも私ども十分に協議

をさせていただいたということで、その判断も含

めて休止という判断をしたということでございま

すが、ただいま唐突というご指摘がありました。

まさにそのとおりだと思います。私も十分に反省

をしているところでありまして、施設の管理運営

についてはこの間のメンテナンスも含めて、しっ

かりと先を見据えてやったのかといったことも含

めて、非常に今となっては遅いのですが、反省を

しているところでございます。そういった中でこ

の間も水泳協会ともお話をさせていただいたとこ

ろでございますが、次年度以降もあけぼのプール

を使って何とか事業縮小してでも進められないか

と、町民のために頑張っていただけるという話も

いただいておりますので、そのことも私本当に深

く感謝をしているところでございます。そういっ

た中で歴史ある水泳協会、私どものちょっと施設

管理の部分の不備もあったかと思いますが、この



 

－33－ 

  

ような事態になってしまったということで改めて

おわびを申し上げるところでございますが、今後

の組織の在り方についても、これまで多大なる貢

献もしていただいたということもありますし、私

どもとしても、都合のいい話ですが、子供たちの

ため、また高齢者のために広く使われているプー

ルでもございますので、水泳でございますので、

そういったことも含めて十分に協議をさせていた

だいて、何とか会を存続していただいた中で私ど

もと一緒に事業進めていっていただきたいという

ことで十分にお話合いは持たせていただきたいと

思っております。 

〇４番（藤野博三君） 今教育長が言ったことが

全てなのです。だから、その辺はそれこそ真摯に、

これは教育委員会ばかりでなくて、私は町長部局

も一緒だと思います。プールは今は教育財産にな

っているけれども、もともとは町の財産なのです

から。その辺含めた中、十分心して、一つの伝統

ある水泳団体が町から私はなくなってもらうのは

非常に心が悲しい。多分頑張って組織としては残

るのだけれども、審議会の組織になってしまう。

ただメンバーがいるだけの組織、それが嫌だから、

70年も80年も90年も活動して頑張ってきたのです

から、その辺は教育長はじめ町長も十分考慮した

中で、ここで新しいプールどうのこうのというこ

とは言わないけれども、町長出身の紋別には16億

円もかけたステアというすごくすばらしいプール

があるのですけれども、その辺も含めた中でぜひ

教育委員会も町長部局も前に進める形で、水泳協

会に大きな損害被ることないように十分配慮した

中で推し進めていただきたいと思いますので、そ

の辺はよろしくお願いしたいと思います。もし何

かありましたら。 

〇教育長（前坂伸也君） ４番、藤野議員の再度

のご質問にご答弁をいたします。 

 非常に重いお言葉をいただきました。このこと

は私しっかりと受け止めて、今後対応していきた

いと思っておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

〇15番（中谷栄利君） 今お二人の質問も聞いて、

十分だと思うのですけれども、ちょっと１点確認

を取りたい。 

 要は指定の期間の変更ですけれども、問題は議

案ですけれども、平成28年からさびの落下だとか、

そういった状況を予測されて、今日に至るような

ことは十分把握できたはずなのですけれども、問

題はいろいろ老人介護の計画にも組み込まれてい

たり、学校教育にも入っている。一般の水泳、そ

ういった形でも温水プールとして、公の施設とし

て町民の財産です。そういったものが、やはり自

治基本条例というものがこの余市町にあって、そ

ういった問題、今後このことをどうするのか、そ

ういったことが広く意見を求めるような形で議論

されていない中で休止せざるを得ない状況が、担

当課長の話では関係部局、町とも協議していきた

いという話ですが、その間も一般住民は使えない

状況に陥るということで大変ゆゆしき問題だと思

います。そういった意味で自治基本条例にのっと

ってこの問題について検討してやっていかなけれ

ばならないという考えは担当のところではなかっ

たのかどうか。そのことに照らして今後どうして

いくのか。町の関係部局との協議ということより

も、町民の財産ですから、その中での自治基本条

例に照らした議論も乗せるべきでないかなと私思

いますが、その扱いはどのように考えていますか。 

〇教育部長（中村利美君） 15番、中谷議員のご

質問にご答弁申し上げます。 

 温水プールのさびの状況でございますが、平成

28年より少しずつさびの剥離片が落下してきてお

りまして、昨年秋ぐらいにだんだんさびの落下が

多くなりまして、専門業者のほうに調査依頼をか

けたところでございます。報告書の内容なのです

けれども、屋内鉄骨全体にさび汁が広がっており、

さびによる剥離片が落下するなど鉄骨の板厚の減



 

－34－ 

  

少が10％を超えた劣化進行が著しく、平常時もさ

びの剥離片や部材の剥落等により利用者に損傷を

負わせてしまうことも考えられるという内容の報

告書でございましたので、教育委員会といたしま

しては施設の安全性が確保できない状態では町民

の利用に供することができないという考えから指

定管理者とも十分協議をさせていただいて、この

ような今回のご提案になった次第でございます。

議員ご指摘のとおり、介護予防の事業ですとか学

校の水泳授業、そういった部分も学校だとか関係

団体と十分協議をさせていただきながら、教育委

員会としてできる限り対応させていただきたいと

考えております。 

 もう一点、自治基本条例に基づいて今後の在り

方を検討していくのかという部分のご質問でござ

いますけれども、プールの今後の在り方につきま

しては町長部局とも十分な協議を行いながら検討

してまいりたいと考えておりますので、ご理解い

ただきたいと存じます。 

〇15番（中谷栄利君） 自治基本条例があるわけ

ですから、やはり一般住民にしてみれば寝耳に水

という状況に陥っています。そういった中で、安

全の問題で苦渋の決断ということは十分把握でき

ますけれども、公の施設として使えない、使用に

支障を来す状況がやがて発生するという状況が予

測できるものがあるわけです。温水プールだけで

なくて、これからの公の施設、多分みんなそうだ

と思います。そういったことに照らして、要する

に町関係の機関の決定ではなくて、住民の中でこ

の問題についてどういうふうに判断したらいいの

か関係団体も含めて十分協議する、そういった話

合いの場をちゃんと自治基本条例に基づいて対応

すべきではないのかということなのです。その辺

協議するという話もありますけれども、その分十

分念頭に置いて対応してください。時間もないの

ですけれども、もし自治基本条例に照らしてこの

公の施設の在り方についてきちんと対応できなけ

れば大変な問題だと私は思います。 

〇教育長（前坂伸也君） 15番、中谷議員の再度

のご質問にご答弁を申し上げます。 

 繰り返しになりますが、町民の安全を確保でき

ないということで休止という対応させていただく

わけでございますが、先ほど藤野議員からもご指

摘がございましたが、あまりにも唐突ではないか

ということでございます。町民の幅広い年代層に

使っていただいた公共施設でございます。町民側

にとっても、これは利用者目線から考えますとこ

れも唐突ということで、本当に突然施設が使えな

くなったということで大きな戸惑いを感じられる

と思います。そういった部分は、自治基本のお話

もございましたが、まずは住民に周知をしっかり

させていただきまして、水泳協会とも今後のこと

はしっかりと協議をさせていただいた中で町民の

皆様に情報を提供させていただいて、ご理解を得

たいと考えております。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第17号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第17号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第17号 指定管理者の指定の期間

の変更については、原案のとおり可決されました。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時５４分 

                              

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、一般質問を行

います。 

 なお、一般質問は一問一答方式により実施しま

す。発言時間は、質問、答弁を含め45分以内の時

間制限となっており、持ち時間５分前にベルを鳴

らします。 

 それでは、順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号18番、岸本議員の発言

を許します。 

〇18番（岸本好且君） 令和３年余市町議会第１

回定例会に当たり、さきに提出しております一般

質問を行います。町長におかれましては、答弁方

よろしくお願いをいたします。 

 １件目、コロナ禍における災害時の避難につい

て。国土交通省は、最大クラスの災害に備え避難

施設を増強する自治体に対し財政支援をする方針

を示されました。2018年の西日本豪雨、一昨年の

台風19号など地球温暖化で従来の規模をはるかに

超える水害が毎年全国各地に多発しております。

特に河川の氾濫による浸水被害想定は、2015年の

水防法改正により設定条件が1,000年に１回級の

降雨に設定され、より厳しくなりました。市町村

は、想定結果を基に住民向けのハザードマップの

更新、避難ルート、さらに新型コロナウイルス感

染症拡大を鑑み、避難所の再検討が求められてい

ます。今年２月13日にも震度６強の地震が東北で

発生しました。新型コロナウイルス対策を念頭に

入れ、本町においても避難所の改修及び追加指定

や民間施設の活用をはじめ、災害初期段階で開設

する箇所を増やすなどの取組を行うべきと考えま

す。このたび国交省の支援対象はこうした最新想

定に基づき避難所に使用するための公共施設を改

修、または既に避難所としている施設を改築した

りする自治体に対し交付金措置で対応するもので

あり、水害のみならず地震や津波、台風などにも

大いに役立ちます。あわせて、新型コロナウイル

ス感染症の予防策として避難所のスペース拡大と

いった密集対策を積極的に後押しするものです。

2011年の東日本大震災から間もなく10年を迎えま

す。この２月13日に地震に襲われた福島、宮城両

県の自治体では、コロナウイルス対策を徹底した

避難所運営が行われました。以下、コロナ禍にお

ける本町の避難所の現状と在り方について質問い

たします。 

 １つ、緊急避難所を増設するため民間ビル及び

私有地等の活用の要請について。 

 ２、感染症の予防対策として密集対策に万全を

期すための避難所の改修について。 

 ３、発熱などの症状が出た場合、避難所に専用

スペースの確保とその医療体制について。 

 ４、感染リスクを避けた避難生活を送るためマ

スク、消毒液、間仕切り、段ボールベッドの備蓄

の現状について。 

 ５、新型コロナウイルス感染症の対策を取り入

れた避難所の運営訓練の実施、その主な訓練内容

について。 

 ６、ハザードマップの理解度を向上させるため

の区会、職域、団体等の取組について。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁します。 

 １点目の緊急避難場所についての質問ですが、

緊急避難場所とは一時的に滞在し、安全を確保す

る場所として位置づけており、安全が確保された

段階で指定避難所に移動していただくことになり
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ます。本町は指定緊急避難所として災害の種類別

に68か所指定しており、うち民間の協力をいただ

いた津波避難ビル３か所を含め15か所の民間施設

を指定しています。 

 ２点目の感染症対策としての避難所改修につい

てですが、本町が指定している指定避難所は通常

はそれぞれ本来の使用目的に基づいて使用されて

おり、コロナ感染症対策のため施設を改修するこ

とは本来の使用目的に支障を来すことが考えられ

ることから、改修等については慎重に判断する必

要があると考えています。各避難所を開設した際

には、ソーシャルディスタンスを確保するととも

に、発熱者等との動線を分離するなど密集対策に

万全を期してまいります。 

 ３点目の避難所での発熱などの症状が出た場合

の体制についてですが、発熱者等につきましては

速やかに専用スペースに移動させるとともに、保

健機関や医療機関に連絡し、医師の判断を仰ぎま

す。 

 ４点目の備蓄の現状についてですが、マスク、

アルコール消毒液、簡易間仕切り、段ボールベッ

ド等の確保を順次進めてきており、指定避難所を

中心に計画的に配備してまいります。 

 ５点目の新型コロナ対策を取り入れた避難所の

運営訓練についてですが、昨年７月に旧栄小学校

において新型コロナウイルス対策を踏まえた避難

所の開設訓練を実施しています。主な訓練内容に

ついては、受付時における発熱者等の誘導動線の

確保をはじめ、ソーシャルディスタンスを確保し

た居住スペースや独立性を確保した避難スペース

の設置方法等について手順確認を行ったところで

あります。今後におきましても適切な避難所運営

に向けて準備してまいります。 

 ６点目のハザードマップ理解度向上の取組につ

いてですが、これまで区会や学校等において防災

学習会や災害図上訓練、避難所運営訓練を実施し、

その中で地域における危険箇所や災害特性など防

災ガイドマップを活用し、理解度の向上を図って

います。今後においても訓練等を充実し、防災ガ

イドマップの理解度向上を図ってまいります。 

〇18番（岸本好且君） 今回コロナ禍の中の避難

ということを中心に質問させていただきましたけ

れども、最近ちょっと地震が北海道にも起きてい

ますし、今日午前中ですか、関東地方にも地震が

起きたということで、コロナに限らずそれを含め

て、河川の増水も含めて、今答弁ありましたけれ

ども、災害の防災、減災というのはどうしても、

例えば産業だとか観光だとか、そういう目に見え

て華やかな部門ではないです。全くその逆で、い

つ起きるか分からない、そういう状況、仮定とい

いますか、予想といいますか、ですからこれでい

いということは多分ないのです。そういう意味で、

当然それにはお金もかかることですし、人力も要

るものですから、厄介ですが、これから我々余市

町が目指している移住、定住の関係で余市に来て、

住んでもらって、ここで子育てしてほしいという

中では、安心してここで暮らせる、それは当然な

のですけれども、万が一大きな災害が起きたとき

にどうなのかというのは問われていると思いま

す。そんな意味で全国各地で、今回特にコロナが

あった関係もあると思いますけれども、そこには

力を入れてきていると。ですから、余市もそれに

遅れないようにしっかりこれからやっていかなけ

ればならないということで、答弁、それぞれ取り

組んでいるということでありましたけれども、ま

ず１点目の避難所です。民間のビル、私有地、数

的には68か所、民間は15か所ということで、数的

にはこれで十分なのかどうかちょっと判断はあれ

ですけれども、そのように確保されているという

ことなのですけれども、今の民間ビルの３か所、

当然高さの関係だとか規定があると思うのですけ

れども、これで十分なのか、あと地域性の問題で

す。どうしても東部地区に大きな建物があるとい

うことで、例えば西部とか、そういう関係のほう
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では民間のビルの関係については検討されている

のかどうか、その辺ちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の再質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 津波の関係だと思いますけれども、高さが必要

なビルに関してはもちろんハザードマップに基づ

いて津波エリアだと想定される場所を中心に配備

しておりますけれども、その３か所に関してはグ

ランデリビエール、太陽ハイツ、ホテルサンアー

ト、３か所津波避難ビルとして想定しています。 

〇18番（岸本好且君） これ民間の施設は確かに

数は少ないですし、所有者の関係もありますので、

ただすごく身近な存在といいますか、そこの地域

というか、余市でいえば区会とかでいつも見てい

る建物で身近に感じています。これ将来的な話で

すけれども、そこでもしもう一歩進んで訓練だと

か協力得てすることによって、今どうしても区会

活動が低迷している、もしくは近所間の交流とい

うのが希薄になっている中でこういう訓練、本当

はあまりしたくない訓練ですけれども、そのこと

によって民間の施設を使って、それがよりよく、

公設の施設とまた違った形で地域が深まり、そし

て実際に今度起きたときにスムーズに効果的な避

難活動といいますか、避難ができると思いますけ

れども、民間施設の効果について、公設と違う効

果として町長はどのような考えをお持ちなのかお

聞きしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきます。 

民間が持つ建物の効果についてということで、

ちょっと意図が分かりかねるのですけれども、そ

れを民間だから訓練のときに協力が必要で、スム

ーズには訓練できないのではないかという趣旨だ

というふうに解して答弁させていただきますと、

防災マネジャーを中心にどのように効率的に訓練

を行うのかというのを常に検討しておりまして、

もちろん必要に応じて民間施設での訓練が必要だ

ということになれば、その点も話して訓練するこ

とはやぶさかではありませんので、避難計画やハ

ザードマップなども検討しながら必要に応じて民

間とも協力しながらやっていくということです。 

〇18番（岸本好且君） 私有地の関係なのですけ

れども、これもちょっと私の主観なのですけれど

も、大体は長期間の避難生活になって、たくさん

の避難者が、特に学校なんかはグラウンドを使用

したりなんかして、学校運営にやっぱり支障を来

しているところが見受けられる。そういう意味で

学校とは別なところ、それが公的な町の持ち物が

あればいいのですけれども、場所の関係もありま

す。私有地の関係というのは今現在多分ないのだ

ろうと思うのですけれども、それは今後ちょっと

考える余地があるかどうか、その辺お聞きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 避難施設としての公共施設以外の活用につい

て、私有地も含めてですけれども、もちろん公共

施設以外にも民間施設を活用するということは先

ほど答弁させていただいております。民間施設と

して15施設あるというふうに答弁させていただき

ましたけれども、もちろんそれは私有地になりま

すので、私有地も使って避難所を確保するという

ことであります。 

〇18番（岸本好且君） 民間活用については積極

的に今後推し進めていきたいと思っていますし、

そういう意味では環境整備についてよろしくお願

いしたいと思います。 

 １点目の関係については終わります。 

 ２点目の密集対策についてですけれども、町長

の答弁の中でコロナとしてのそういう対策は、改

修は行わないというか、想定していないというこ

となのですけれども、それはそれとして、今回は

コロナだから密集を避けるということも確かにあ

るのですけれども、今避難所の在り方というのが
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大きく変わってきていると思います。今回実際に

要請というか、指導というか、あったかどうかあ

れですけれども、最低でも１メーター以上、コロ

ナだから、そういう形になっていると思うのです。

１メーター以上避難者同士の間隔を空けるように

ということで、そういうのがあったのですけれど

も、実際避難所マニュアルといいますか、余市町

の場合そういうふうに今変えていく、もしくはそ

ういう指導が今現時点であったのかどうか、お願

いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたとおり、避難所を開設

する際にソーシャルディスタンスを確保するとい

うことに万全を期すということでございますの

で、マニュアルにもソーシャルディスタンスを確

保するような避難所の開設についてやっていると

ころであります。 

〇18番（岸本好且君） その場合、避難所の数も

含めて、災害の規模にもよるのですけれども、避

難所に避難者の方が集まって、ソーシャルディス

タンスがなかなかできず、そこからまた分散避難

というのですか、そんなことも想定されると思う

のです。これもあくまでも想定なのですけれども、

今回１メートル以上できるだけ空けるようにとい

うことで、避難所のスペースがどうしても狭くな

る。そして、そこから分散して、また違う避難所

を開設するという、そういう手順が、混乱してい

る中で大変な状況になると思うのですけれども、

その辺のことは考えていらっしゃるのでしょう

か。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 以前にも私答弁させていただいたと思いますけ

れども、緊急的に避難する場合は、もちろん津波

が一番スピードを持って対処しなければならない

ので、そこで一気に避難してもらうと。それぞれ

の洪水ですとかそれ以外の災害で避難の必要性が

生じた場合には、まだちょっと時間的な余裕があ

るものですから、それぞれの状況に応じて密集を

避けながら行動することができるということで

す。また、分散に関しては今ソーシャルディスタ

ンスを確保するというようなマニュアルもつくっ

て、そのように想定をして担当課のほうでやって

おりますけれども、以前にも答弁させていただき

ましたが、例えば自宅で避難できる方は自宅で待

機するなど、できるだけ密にならないような手法

も考えているというところでございます。 

〇18番（岸本好且君） 実は私も以前に厚真町に

ちょっとボランティアで行った経緯があって、そ

こは体育館なのですが、かなり混乱して、混んで

きて、移動するのにちょっと手伝ったことあるの

ですけれども、いろいろな想定をして、机上では

組立てしていくのですが、実際は現場だったら混

乱している状況が多分多様にあると思いますの

で、その辺はいろいろな想定した中でこの関係に

ついても積極的に取り入れていただきたいと思い

ます。 

 ２つ目終わります。 

 ３つ目なのですけれども、医療体制です。今回

特にコロナの関係なのですけれども、終息もまだ

ままならない状況で、本当にこの瞬間にも起きる

か分からない状況ですので、そこで万全を期して

いくということで答弁ありましたけれども、当然

避難所は先ほど出ています公設、特に学校の体育

館、公民館、スポーツ施設だとか割と大きな建物

に避難所を開設するケースが多いわけです。その

場合、そこには当然、特に冬の場合は当然寒いで

すし、お年寄りの方はなかなか騒がしくて寝れな

い状態だとか、あと疾患持っている方だとか、そ

ういう方の、医療関係とかやっぱり劣悪な状態に

なるというのがこれまでの各地で見られる状況で

す。そこで、これもちょっとさっきの改修の部分

にも入ってきてあれなのですけれども、例えば特
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別な医療スペースみたいなものは今簡易的なもの

もありますので、そういうものも今後取り入れて

いかなければならないと思いますけれども、その

辺はある程度準備といいますか、考えられている

のかどうか。これ医療ですから、医師会の関係も

あると思うのですけれども、その辺はどうでしょ

うか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 医療スペースをつくるというのはふだんからだ

というふうに理解して答弁させていただきます

と、先ほど答弁させていただきましたとおり、本

来使用目的がありますから、ふだんから使ってい

る施設に対して特別に医療施設を造るということ

は、慎重に判断する必要があると思っております

ので、今のところの想定には特段はないというこ

とでございます。 

〇18番（岸本好且君） ふだんからそういう使用

目的ではないので、なかなかそれは、そういうこ

とになると思うのですけれども、例えば避難所で

一定期間避難生活が続く場合、これ災害対策基本

法の中にもうたっていると思うのですけれども、

当然大きな災害になったときには実際病院、医療

施設もそういう状況になっているときにその施設

で医療行為を行わなければならない。医療行為も

高度でなくて、緊急の応急処置をしなければなら

ないというときにそういうスペースというのは、

体育館なら体育館のところの一部につくることも

いいのですけれども、別な教室だとか、そういう

のが配置できれば当然それでいいのですけれど

も、その辺余市の場合どうなのでしょうか。そう

いうことも今後、非常時のことですから、平常時

は考えられないということでそれは分かるのです

けれども、いつ起きるか分からないので、すぐそ

ういう体制が取れるようにしたほうがいいのでは

ないかなと思うのですけれども、どうでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 趣旨としては医療機関も崩壊したときの医療体

制の確保だというふうに解して答弁させていただ

きますと、もちろんある災害が起こる場合は日本

全国同時多発的に起こるということは一般論とし

てですけれども、あまり想定されなくて、どこか

で災害起こったらどこかは災害ではないというよ

うな状況が想定されます。だからこそ広域でリス

クの分散というのが私は重要だと思っております

ので、様々な地域の自治体とも防災の分野で協力

しながら医療機関が駄目な場合でも別のところで

バックアップできるような体制を構築することが

重要だと思っていまして、防災マネジャーを中心

に各地域と防災に関しての意見交換など課題の洗

い出しをやっているというところであります。 

〇18番（岸本好且君） これは医療の関係で専門

分野、医師会との関係もあります。今回コロナの

ワクチンの接種の関係で積極的に連携してやって

いるということですので、災害時においてもそう

いう連携というのはより一層強めていかなければ

ならないと思いますので、今後は取り進めていた

だきたいと思います。 

 ４つ目の資機材の関係のマスク、消毒液、間仕

切り、段ボールベッド、今回４つ指定して、この

関係についてちょっと質問したのですけれども、

これは全道各自治体でそれぞれ備蓄はされている

と思うのですけれども、せんだってなかなか財政

的なことだとかで完全にそろっているところは本

当に少ない。179市町村でやはり20ぐらいしかそろ

っていない。あと、全く用意していないところは

ないのですけれども、余市町の場合マスク、消毒

液、間仕切り、段ボールベッドについては想定数

の設備はないと。今後設備をする予定、検討とい

うことになっているのですけれども、この準備状

況、進捗状況というのは今現在、想定する範囲に

まだ届いていないということでなっているようで

すけれども、その辺はどうでしょうか。 
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〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 マスクに関しては現在のところ８万枚、各指定

避難所に4,000枚ずつ、消毒液は335リットル、各

指定避難所に28リットル、簡易間仕切りは120個、

各避難所10個、段ボールベッドは現在品薄のため

５台というような準備状況になっておりますが、

先ほどの質問とも関連しますけれども、同時多発

的にいろいろなところで災害が起こるというわけ

ではありませんので、備蓄に関してもそれぞれの

自治体が全て確保するというのはなかなか日本全

国難しい状況にありますので、その点は各自治体

レベルでバックアップ体制を構築するというほう

が合理的だと思っておりますので、そのようなこ

とも検討しながら今進めているところでありま

す。 

〇18番（岸本好且君） これも想定の中でやらな

ければならないあれですけれども、本当に起きて

これが足りなくなったとか、これがやはり不十分

だったということにならないように、財政のこと

もありますけれども、先ほど冒頭言いましたよう

に、万が一災害が発生したときの復興までの間、

町民の健康と命をきちんと守っていく責任はやっ

ぱり自治体が大きいですので、その辺については

準備できるものについては計画的に準備をしてい

ただきたいと思います。 

 ５つ目の訓練の関係です。コロナを想定した訓

練が旧栄小でされたということで、さっきの答弁

ではそれぞれやられているということなのですけ

れども、ちょっと私今回この質問したのは運営、

避難所は施設管理者、当然対策本部とかが立ち上

がっていますので、そこがまず主体となって建物

の安全性とか、そういうのを確認した上で開設す

ると。そして、その後アドバイザー、専門家が主

体となって、今度は実際に避難している方々が主

体となって運営をしていくと、それがたしか基本

になっていると思いますけれども、そこがなかな

か難しい。まして混乱している状況で、果たして

そこまできちんとなるというのは大変で、だから

こそ訓練というのは本当に重要で、これ子供たち

も含めてそうなのですけれども、運営の面で、今

区会が中心になると思うのですけれども、なかな

か区会のほうの活動が今低迷している中でどうし

たらいいかというのは、私も区会の一員ですので、

話す機会あるのですけれども、今災害起きて、こ

こに開設されて、訓練でそこは全て解決すると思

いませんけれども、そういうことをふだんから、

今ずっと余市町も災害が起きていません。ですか

ら、どうしても実際に災害が起きたところと大き

な災害が起きていないところとの温度差が非常に

あるので、今だからこそそういう訓練だとか、今

言ったそういう想定したことをシミュレーション

してやるというのが重要な時期だと思いますけれ

ども、その辺の考え方はどうでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 避難所の運営に関しては、ご指摘のとおり訓練

しているからといって災害時に機能するとは限り

ません。実際もうすぐ東日本大震災から10年たち

ますけれども、さきに起こった東北での震度６強

の地震の際に10年前に体験しているにもかかわら

ずなかなかうまく実際現場が回らなかったという

ことも聞いております。すなわち避難所運営する

側も避難した方々も、はっきり言ってこういうの

に慣れていない素人なわけです。ですから、だか

らこそ余市町では防災マネジャー、陸自ＯＢの方

を入れて、運営の能力を上げるようなことをして

いますし、各自治体にそういう専門家がいるわけ

ですから、だからこそ横のつながりで、先ほど来

申し上げておりますとおり、同時多発的に起こる

わけではありませんので、１か所で災害が起こっ

た際にはそういう連携を生かして専門家に来ても

らって、運営のノウハウを、スムーズな運営に資

するような活動してもらうということこそが重要
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だと思っていまして、そのように今検討ですとか

課題の洗い出しをしているというところでござい

ます。 

〇18番（岸本好且君） それが常に身近に感じら

れる、防災、訓練というのは、それは過剰にはな

らない程度に、町というよりもこの町の町民を守

るためにこうやって訓練もほかの自治体よりは多

く開催しているよと。それ参加人数の多い、少な

いは関係なくして、やっぱり常時そういう環境を

つくっていくというのが大事かと思いますので、

これは永遠のテーマですので、問題は起きたとき

に訓練が生きてきたと、そういうふうになるよう

な訓練内容といいますか、そういうのを実施、今

後とも取り進めていただきたいと思います。 

 最後ですけれども、ハザードマップの関係です。

実はこの関係なのですけれども、なかなか理解度

が向上されていないというのが全国的にそういう

ふうに捉えられています。特に、先ほどもちょっ

と言いましたけれども、実際に被害があった被災

地と、本当はいいことなのですけれども、余市の

ように、この地域のように災害がしばらく起きて

いないところの温度差というか、理解度向上、確

実に開いています。これはちょっと新聞のあれな

のですけれども、ハザードマップを内容理解して

いるかというのは特に今被災されている東北地方

とかは45％、約50％まで実際に理解している。と

ころが、これは北海道については40％いっていな

い。余市がどうなのかちょっとあれですけれども、

あと実際に災害が起きていませんので、もし家族

で災害起きたときに落ち合う場所とか、これよく

ある話なのですけれども、それを決めているかと

いうのは被災地では48.2％、50％近く、ところが

北海道、地域によるのですけれども、30％ちょっ

とということで、余市はこれよりまだ少ないのか

なというふうに感じていますけれども、特に、こ

れは河川の洪水の関係ですけれども、この理解度

を町民の方に向上させていく、先ほどの避難所の

場所も含めいろいろあれですけれども、実際起き

たときにどういうふうに行動すればいいのかとい

うのはやはり理解させる、そういうものというの

は作っていかなければと思いますけれども、その

辺は区会とかアドバイザーとかいろいろな方の協

力得て向上率上げていかなければならないですけ

れども、その辺はどのように捉えられていますか。

お聞きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げたとおり、区会や学校等におい

て防災学習会など実施して、地域において理解度

向上に努めていくということでございます。 

〇18番（岸本好且君） 最後になりますけれども、

今年、この冬の雪の状態、昨年は雪の量が少なく

て、春先もそんな被害はなかったのですが、今年

はちょっと予想と外れて、２月、３月で雪が降っ

て、今日も７度ぐらいで非常に温度上がっていま

す。明日はまだ10度超えるということで、これ一

気に融雪が起きて、この状態ですと道路はもちろ

んなのですけれども、河川においてもあふれ出す

という心配があります。この時点でそういう予想

がされます。地震は、いつ来るか分からない。こ

れは全然あれですけれども、やっぱり気候や気象

状況、地域の、今気象の関係も進んでいますので、

そういう状況見ながら前もって、当然担当課のほ

うではその準備はされると思うのですけれども、

これからの防災についてはいろいろなそういう観

点から予想できるものは予想して、早く動いて、

町民を安全な避難行動といいますか、守っていく

というのが本当に重要になりますけれども、町長

から防災、減災に対して、余市町に住んでよかっ

た、安全面、防災面からも他の自治体より一歩進

んでいる、そういう町にしていくための何かメッ

セージがあれば最後にお願いしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 18番、岸本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 
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 防災に関しては、もちろん住民の安心、安全を

確保する上で非常に重要なものだというふうに考

えております。もちろん課題の理解やハザードマ

ップや訓練も必要ではありますけれども、先ほど

来申し上げているとおり、被災地であったとして

も、先ほど岸本議員指摘のとおり、理解度が50％

ぐらいに満たないというような状況なわけです。

いわんやいろいろな被災がない地域はもっと理解

のレベルが低いわけです。実際の避難所の運営に

関しても実際自治体職員も住民も、素人がやるわ

けですから、そこはやはりプロ集団、ネットワー

クというのは活用するのが合理的だろうというよ

うなことで考えております。町政執行方針にも入

れさせていただきましたけれども、横の自治体間

のネットワークをつくって、あるところが災害が

起こったらバックアップで駆けつけるというよう

な体制を整えていくことも今後必要ではないかと

思っておりますので、災害、もちろんダメージを

コントロールするときもそうですけれども、予防

に関しても様々な情報やネットワークを駆使しな

がら防災に取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時４２分 

                              

再開 午後 ２時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位２番、議席番号14番、大物議員の発言

を許します。 

〇14番（大物 翔君） 令和３年第１回定例会に

当たり、さきに通告済みの質問１件について答弁

を求めます。よろしくお願いします。 

 登川周辺の水害対策について伺います。近年全

国各地で豪雨災害が頻発し、土砂崩れや河川決壊

等により大きな被害が発生しており、50年に１度

や過去最大級といった単語を聞かない年はないほ

どになってきているというのが実感です。国も最

近こうした事態を受けて治水、防災に関する予算

を積み増し始めてはいますが、不十分です。余市

町内では昨年11月20日朝、前夜より続いた大雨の

影響で登川が増水し、河川氾濫を防ぐために樋門

が閉鎖された結果、川に接続する水路を流れる水

が行き場を失いあふれ、町営大浜中団地付近を冠

水させる結果となりました。また、一部地域で下

水道にも影響が出たとのことでした。死傷者が出

なかったことが不幸中の幸いでした。登川と周辺

地域の治水対策は長年の課題です。河川管理者で

ある北海道が川のしゅんせつ工事を今後手がけて

いこうとしていた時期であっただけに複雑な思い

です。ただ、別の視点で考える必要もあります。

果たして工事が早い時期に手がけられて完成を見

ていた場合、樋門の閉鎖を回避し、今回の水害は

防げたのか、改善されるであろう排水能力の範囲

内で収まっていたのか、この点も非常に重要なこ

とであると思います。また、余市町が備える設備

や体制についてもいま一度の検証が大切です。樋

門を閉鎖せざるを得ない場合、可搬式のポンプを

使って川への排水を行いますが、理由はともあれ

今回は間に合わず、冠水となったわけです。結果

として人家や畑を危険にさらす形となってしまっ

た今回の教訓を踏まえ、今後どのように対策を講

じようとしているのか、以下伺います。 

 １つ、今回と同様の事態となった場合、しゅん

せつだけで樋門閉鎖を回避することは可能なの

か。道の検証や見解などがもし分かれば、併せて

伺いたい。 

 ２つ、今回樋門閉鎖後冠水に至った理由は何で

あったのか。可搬式ポンプの排水能力を超えたた

めなのか、あるいは別の要因なのか。 

 ３つ、この件を教訓として町はどのような手だ
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てを講じたいと考えているのか。国や道に求めた

いこと、町が独自に手がけたいと考えているもの

をそれぞれ伺いたい。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁します。 

 １点目の登川に関するしゅんせつの効果及び北

海道の見解等に関する質問ですが、登川は堆積土

砂やそれに根づいた樹木等により登川の河床が高

くなっているものと認識しており、しゅんせつを

行うことで流量や流速の改善が期待できるものと

考えております。一方で、当該地域は低地であり、

今回のように降水量が多くなり、川の水位が高く

なった場合は樋門を閉鎖することにより地域の冠

水を防ぐことが必要であると考えております。北

海道の見解としましても同様な話を聞いていると

ころです。 

 ２点目の冠水に至った理由に関する質問です

が、昨年11月下旬に雨が降り続き、土壌の保水能

力も飽和状態になっている中、11月20日の早朝に

記録的な降雨に見舞われたことにより登川が増水

し、接続する小河川や排水路が滞水、越流し、低

い土地で冠水に至ったものと考えます。 

 ３点目の町の手だてや国や道に求めたいことに

関する質問ですが、町としましては浸水対策とし

て町道大浜中登線の路面の低い箇所のかさ上げを

行うとともに、今年度旭橋付近の樋門にポンプ投

入箇所の釜場を設置したところです。さらに、来

年度につきましては新たに借り上げ予定でありま

す軽量型の発動機付排水ポンプを活用し、機動力

と排水能力の向上を図ってまいります。これまで

北海道が進めてきた従来からの日常管理型の維持

管理に加え、予防保全の考えを取り入れた計画的

な維持管理による河積阻害の解消を図った流下能

力の向上を求めてまいりたいと考えております。 

〇14番（大物 翔君） 昨年の10月でしたか、私

たち毎年後志全域の我が党の地方議員が集まっ

て、振興局ですとか、あるいは全道の議員が集ま

って札幌の本庁に行きまして、毎年対道交渉、振

興局交渉やっておるのですけれども、その中でも

毎度この問題は実は取り上げさせていただいてい

たのです。私としては、根本的にこの問題を解決

するためには強制排水施設を造るしかないという

ふうに言い続けているのです。余市川ほど巨大な

ものではなかったとしてもですけれども。そして、

何とかしてくれないかと道に求めているのですけ

れども、道の言い分としては、そのとき聞いた話

では令和４年から登川についてはしゅんせつを行

っていくのだと。それによって水の流れをよくす

ることで水がたまってしまわないようにするのだ

と。まずその結果を見てくださいという言い分だ

ったのです。その根っこにあるのは何かというと、

道としてはあそこの河川改修工事はもう終わりま

したという立場なのです、残念なことに。ただ、

工事が終わっていて、問題がないならなぜ水害が

起きるのだというそもそも論に戻ってしまうので

す、結局。あの川というのは、どうしても高低差

がほとんどないですよね、もともと。今回やる、

今度やると言っているしゅんせつというのもたま

り切ったから取り除くのではなくて、先ほど町長

の答弁にも一部ありましたけれども、予防的な要

素の強いしゅんせつ工事で、排水能力を強化した

いのだという趣旨だと思うのです。ただ、そうで

あったとしても、では果たしてそれで本当に防げ

るのかという問題にやっぱり戻ってきてしまうと

思うのです。２番目のこれ樋門閉鎖に至った経過

なども今関わってくる話なのですけれども、今年

度予算つけてポンプ投入口作って、これによって

道路閉鎖しなくてもやれるようにするのだという

ことで工事はしていたと思うのです。私の聞いた

話だと、衛生施設組合でしたか、エンジンのつい

た一体型のポンプを買っていると。それを使うこ

とで排水能力を従来よりもアップさせるというこ

とと今まではリースに頼っていたと、自賄いでは

なくて。だから、水が上がってきたときにポンプ
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貸してくださいと言いに行って、それが届くまで

の時間もあったでしょうし、実際作業にかかるの

もどうしても時間がかかっていた部分あったかと

思うのです。ただ、そういう段取りをつけていた

はずなのだけれども、では準備していたものを

11月の段階では使うことができていたのでしょう

か。ポンプがもうあって、稼働可能な状態になっ

ていて、すぐ投げ込みをできて、直ちに排水を開

始したけれども、間に合わなかったのか、それと

もこのときはリースで借りてきてポンプを投入し

てやったから、水がたまってしまったのか、その

辺はどうなのでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 11月の冠水の件は、衛生施設組合のポンプでは

なくて、リースと町のポンプを使って排水したと

いうことでございます。 

〇14番（大物 翔君） どうしても時間のラグが

発生してしまっていたという、これは本当結果論

だから、どうしようもないのですけれども、３番

目に今後のことをどうするという話に移っていき

たいのですけれども、やっぱりそうなってくると

では今の樋門の形、大きさ、川の状況など見てい

ると、私思うにはポンプで頑張るだけではちょっ

と能力が足りないかなと。高速道路の出口のとこ

ろ、よく水つかるのですけれども、先日別の機会

にちょっと頂いた資料を見ていると、町が災害対

策本部を設置した、あるいはその手前までいった

ケースについての資料なのですけれども、それ見

ていますと、この間の11月19日、20日の件、ある

いはその前の年の８月にも台風10号による大雨暴

風警報の可能性と。さらに遡って３年前、まだ平

成30年です。町長が就任されるちょっと前なので

すけれども、７月、８月にも大雨降った影響であ

そこやっぱり水つかっているのです。あの水は一

体どこから来るのだと考えれば、高速道路からそ

れこそずっと向こうまで行った旧航空学校跡地で

すとか、あの辺一帯の丘陵の水が全部集まってき

ているのです。もっと言えば、高速道路を越えた

向こう側の登地域、あそこの山の水も集まってき

ている。ところが、当の登川はどうかというと、

そんなに大きいわけではないのです、余市川に比

べたら。だから、いざ事が起こったときに集まっ

てくる水量が半端ではないと。ふだんは穏やかな

川なのですけれども。そういう現状考えれば、人

為的にそうやって可搬式ポンプで頑張っても恐ら

くまた同じことが起きてしまうと思うのです。や

っぱりエンジンポンプでは限界があるので。とな

ると、町は自分たちでできる範囲のこととして頑

張って対策されているのは承知しています。ただ、

やっぱり根本の原因を解決するためには樋門の形

を変える、川底のしゅんせつはやっていただくと

して。加えて、やっぱり排水機場が必要だと。そ

のためには、もちろん余市町が河川管理者ではな

いので、自分たちだけではできない。とすると、

道庁がずっと工事は完了しているから問題ないの

だと言い続けているこの見解をひっくり返す必要

があると。それを余市町としては強烈に推し進め

ていかなければならないと私は考えるのですが、

いかがでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 登川に関する問題は、時に触れて私どもからも

北海道庁のほうにこういう冠水の事態があるから

改善に向けた検討するというようなことは常に言

っているところであります。 

〇14番（大物 翔君） 常におっしゃっていただ

いていると思うのですけれども、ちなみに高速の

出口のところの樋門なのですけれども、川に接続

する樋門って法律の関係で川に対して直角につけ

てあげなければいけないことになっておるそうな

のです。町道の登川の高速出口の辺りというのは、

川が蛇行している場所なのです。航空写真で見て

いただいたら一発で分かると思うのですけれど
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も。その結果、こうカーブして、カーブが終わっ

たところに樋門の出口があるのです。すなわち、

川上のほうに若干向いているのです、あの樋門っ

て。だから、一つ上の平成橋のところの樋門はそ

んなにしょっちゅう閉鎖しないのだけれども、あ

そこはしょっちゅう閉鎖するのです。ところが、

上から来る量が多過ぎるものだから、吐き切れな

くなって、いつも水がつかってしまうと。もちろ

んこれをそのまま突き詰めていくと北海道さんの

設計に実は誤りがあったということにもちょっと

なりかねないものだから、それもあってなかなか

見解変えてくれないのかなというふうに思うので

す。今回この問題取り上げるに当たって、大雨降

った後にあの辺の地域の方に話を聞いて回ったの

です。そうしたら、その問題を古くから指摘して

いる方がいたのです。高速道路の出口があそこに

できるといったときにやっぱり地元の方も水の問

題がということで随分ネクスコさんには言ったそ

うなのです。その方の話によると、ネクスコとし

てはもしも開建さんと地権者さん、地先の方と、

全部で４者が合意してくれるのなら、ネクスコの

予算で水路の整備しても構わないというふうにお

っしゃったそうなのです。ところが、道庁さんの

ほうが蹴ってしまったと。それでこの話は流れた

と。だから、高速道路を造るのに山切ったために

失われた保水能力を補うための調整池ができたの

です。あるのです、橋桁のところに。途中までの

水路も大きいコンクリのブロック敷いて拡張した

のです、山のところから。ところが、手前までは

ちゃんと３メーターできているのだけれども、そ

こから先、道路の下を潜って、いざ登川に入ると

ころの水路というのは昔のままなのです。聞いた

ら１メーターと言っていました。つまりたくさん

の水を一遍には受けておけるのだけれども、いざ

吐き出そうと思ったときに吐き口が狭いものだか

ら、おえっとなってしまうと。というのもこれま

た大きな原因の一つなのではないかなと。だから、

頑張って樋門の出口のところに直でパイプを入れ

るだけでは恐らくこの問題は解消し切れないと思

うのです。何せかんせ高低差がなさ過ぎるので、

あそこ。本来樋門というものは水路から集まって

きた水が川に入り過ぎてしまって、水位が上がり

過ぎたら危ないから、ついているのです、もとも

とは。ところが、登川についている樋門というの

は逆でして、逆流を起こすから、樋門閉めてしま

うのです。この水が逃げ場なくすという構造的な

問題を抱えているわけなのですけれども、当然川

下の海辺の町でございますから、水問題というの

ははるか昔から、我々のご先祖さんの代から住ん

でいる人間を悩ませてきた問題だと思うのです。

私もまだたくさんは調べ切れていないけれども、

どうも水の模式図なるものが存在するそうなので

す。どこに雨が降ったと、どういうふうに水が流

れたと、どこの水路や川にどれだけの水が集まっ

てくるかというものを計算して図面化したものだ

と思うのですけれども、そういうものは余市町に

はあるのでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 余市町にはありません。 

〇14番（大物 翔君） 大きい広域の水道事業団

とかだと何か持っていて、ネットとかでも公開し

ているみたいなのですけれども、あまり持ってい

ない町も多いのだろうなと。ただ、やっぱり水に

苦しみ続けてきた我々としては、これを作る必要

があると思うのです。手間はかかると思います。

ただ、今回話を聞いて伺っていた方の中には、い

ろいろあって今町長替わられたと。これまでにな

い発想でまちづくりに取り組もうとしているか

ら、行政にとってやっぱり住んでいる人間の命守

るというのは一丁目一番地だと。これはお金がか

かるからどうのという話ではなくて、町を守るた

めにぜひやっていただきたいという声も実はあっ

たのです。どうでしょう。 



 

－46－ 

  

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 治水対策に関しては我々も重要な問題と捉えて

おり、繰り返しになりますが、河川管理者のほう

に例年要望に行っているというところでございま

す。いずれにせよ、この地域の水の問題に関して

は、先ほど来申し上げているとおり、軽量型の発

動機つきの排水ポンプを投入して、排水能力が向

上しますから、排水能力の向上によって治水対策

を図っていきたいと考えているところでありま

す。 

〇14番（大物 翔君） 着々と準備はされていく

だろうと思うのですけれども、では今お考えくだ

さっているそれで今回のケースは防げたでしょう

か。もう一つ申し上げると、一番念頭に置いてい

るのは実は2000年代初頭の18号台風なのです。あ

れは登地域のみならず、余市全域に大きな被害を

もたらしました。恐らくご記憶されている方多い

と思うのですけれども。今回の質問の趣旨とは外

れますけれども、やっぱりその方、この登の地域

と黒川の17区会地域が特に危ないのだ、そこを何

とかしていかなければいけないと。さらにその方、

こう続けました。余市駅の前、あの辺ももともと

埋立地なわけではないですか。やっぱり何遍とな

く水害に苦しんできた。ところが、いろいろあっ

た結果、当時の振興局が堤防のかさ上げと排水機

場の建設をやってくれたのです。28億円ぐらいか

かったらしいのですけれども。実は同じ頃に、そ

れによってこの地域一帯は水害から遠ざかること

ができたのです。まほろばのほうも実は前回のか

さ上げだとか河川の切替えの結果、あまり水害が

起きなくなったと。ところが17区会とこの登の川

を渡った高速道路側の地域というのは取り残され

てしまっているのだと。今下水処理場のある辺り、

登１番団地ってありますね、住宅街。あそこが昔

畑だったと。水田だったかな。その頃というのは

確かに大雨降ったら水つくのだけれども、いいこ

とではないのだけれども、畑が家を守ってくれて

いたと、天然の池になってくれて。畑はやられて

しまうのです。ところが、土盛りして、団地造成

をしてしまった結果、水の逃げ場がなくなってし

まったのです。だから、ますます後から人間が造

った水路に水が集中する事態になってしまってい

るのです。確かにポンプは重要なのです。ぜひ整

備してほしいのだけれども、それだけでは能力が

足りない。我々の力だけでは多分やり切れないは

ずなのです。そして、どうしても動いてくれない

北海道の見解を変えさせるためには、やはりこの

水の模式図が必要だと思うのです。経験と勘でこ

うなっていますよ、過去こうだったですよという

事実と併せて計算した結果受け切れていないのだ

ということも一緒に突きつけて、だから改善して

くれ、大規模なことやってくれというふうに求め

ていかなければ、そう簡単に北海道は動いてくれ

ないと思うのです。ただ、一方で希望もあるので

す。中通り２号線、やっと、何十年来の懸案とし

てあれでしたけれども、道道昇格しました。それ

の昇格をずっと訴え続けていたうちの会派の引退

した議員の方が当時の土現さんとやり取りをして

いた際にこんなこと言われたのですって。我々は

技術の専門家ですと。地域の方が熟度の高い理論

を持ってきてくださるのであれば、決して我々は

無視いたしませんと。もうその方は退職していま

すけれども。やはり彼らも技術の専門家たちなの

で、そういう緻密なデータに基づいて必要性を訴

えていけば、時間はかかるかもしれないけれども、

この見解さえ変え得ると私は思っているのです。

そのためには、やはり地域が声上げなければなら

ないのです。そして、地元であるこの余市町がそ

ういったデータの側面を駆使しながらも迫ってい

かなければ、恐らくあの地域を水害から救うこと

は難しいと。だからこそ動いていただきたいので

す。どうですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に
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答弁させていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、先ほど来申し上げている

とおり、我々も河川の水問題に関しては重要な問

題と捉えているわけでございますから、折に触れ

道に対して必要な施策を提言しているというとこ

ろでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時２３分 

                              

再開 午後 ２時３５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位３番、議席番号10番、彫谷議員の発言

を許します。 

〇10番（彫谷吉英君） 第１回定例会において次

の質問しますので、答弁をよろしくお願いします。 

 第１問、本町の経済活性化について。前回の私

の質問に対する答弁で民間企業との連携を積極的

に進めるとのことでありましたが、企業は自社の

利益が最優先で、この新型コロナウイルス感染症

が蔓延する中では町外の企業に期待することは大

いに結構ですが、町内の企業や経営者に働きかけ

ることが必要と考えますが、町長の考え方をお聞

かせください。さらに、これからの余市町の経済

構造はどうあるべきか、町長の経済政策をお聞か

せください。 

 また、経済の活性化については道の駅の整備が

重要と考えますが、新しい道の駅の計画は具体的

にどこまで進んでいるのかお伺いします。 

 また、コンサルティングの調査結果の公表が十

分でなく、その内容を公開してほしいという声が

町民から問合せが来ています。公開の予定につい

て伺います。 

 また、道の駅の整備内容について町内企業や町

民がどこまで参加できるのか、また町内への経済

効果がどれだけ期待できるのか、町長の考え方を

お聞きします。 

 次に、ふるさと納税について。ふるさと納税に

ついては、これまでも寄附額の状況は報告されて

いますが、今年度の直近の寄附額と返礼品の種類、

主な種類別の寄附額についてお伺いします。 

 また、ふるさと納税の増額に対する達成度につ

いて齊藤町長の見解を伺います。 

 よろしくお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の質問に

答弁します。 

 １点目の本町の経済活性化について、１点目の

経済政策に関する質問ですが、町政執行方針の中

で掲げた３本柱のうち余市の魅力を確かな価値へ

として農林水産業、商工業、観光業についてそれ

ぞれ記載のとおり、ウィズコロナを前提としなが

らアフターコロナを見据えた施策を積極的に展開

していきます。また、それら施策の中で町内事業

者への支援、育成並びに連携強化を図るとともに、

包括連携協定を締結している企業とも引き続き連

携を図りながら民間の力を活用しながら課題解決

へと導く取組を進めていきます。 

 ２点目の道の駅に関する質問ですが、令和元年

度に実施いたしました道の駅再編整備に関する調

査業務において、整備適地は後志自動車道余市イ

ンターチェンジ出入口付近の優位性が高い、整備

手法はＰＦＩ方式の優位性が高い、事業計画策定

段階から民間事業者の提案を受けることのできる

民間提案制度の活用を検討すべきとの大きく３点

の調査結果が得られており、現在この調査結果に

基づき新たな道の駅に配置すべき基本的な機能、

さらには整備手法並びに運営の在り方について検

討を進めているほか、これと並行し、事業用地を

確定すべく候補地地先の地権者と折衝を行ってお

ります。なお、道の駅再編整備は地域全体に大き

な経済効果をもたらすものと期待しており、また
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町民はじめ関係者の方々にとっても関心の高い事

業であることから、一定の方向性が定まった段階

においてはその内容を広く周知するとともに、整

備内容及び整備手法の妥当性が十分に確保される

よう必要な手続を経ながら本事業を進めていきた

いと考えております。 

 次に、２点目のふるさと納税についての１点目、

寄附額等に関する質問ですが、直近の寄附額につ

いてはふるさと納税ポータルサイト等での１月末

時点での申込みベースで４億2,063万4,000円とな

っており、返礼品の種類は547品目、主な種類別の

寄附額についてはサクランボ、桃、トマトジュー

スなどの農産物、農産加工品が１億 1,857万

8,000円、28％、エビ、かずのこなどの水産物、水

産加工品が6,478万2,000円、15％、ワインなどの

酒類が１億8,346万9,000円、44％となっています。 

 ２点目の増額に対する達成度に関する質問です

が、前年度比約260％に増えたことは返礼品の品数

やセット商品などを拡充したこと、ＰＲ効果、さ

らにはふるさと納税ポータルサイトを増やしたこ

となどによる成果が出ているものと認識してお

り、私の就任時との比較では707％になっていま

す。しかし、御存じのとおり、私はふるさと納税

は貴重な財源と考えているところなので、さらな

る増加を目指しているところです。 

〇10番（彫谷吉英君） それでは、ふるさと納税

のほうから先に。現在の状況踏まえてこれからど

んな対策を取るのか、また目標金額は。そのため

の主な返礼品は考えておられるのかお答え願いま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

目標金額、具体的な金額は設定はしておりませ

んけれども、今後さらなる財源確保のためにふる

さと納税を活用していきたいという考えでありま

す。返礼品に関しても今担当がいろいろとポータ

ルサイトを増やしたり、返礼品の種類を厳選した

り、増やしたりして、魅力のある返礼品の商品開

発に努めているところです。 

〇10番（彫谷吉英君） それで次に、道の駅で、

四、五年先になると思われますけれども、新しい

道の駅と、それから現在の道の駅、２か所になり

ますけれども、今後どのような運用するのかお聞

きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

同様の質問、前回にも答えたことがあると思い

ますけれども、今整備状況の中におきまして今後

どのような形にしていくのかという議論がなされ

ていくということでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 彫谷議員の発言が終わり

ました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明５日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から会議を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時４５分 
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